
独立行政法人評価委員会 高度専門医療研究部会(第 29回 )

(国立成育医療研究センター)
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●＝ 1.国立威育医療研究センターの概要

1。 設立

平成 22年 4月 1日

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関

する法律 (平成20年法律第93号)を根拠法として

設立された非特定独立行政法人

2。 センターの行う業務

① 成育医療に関する調査、研究及び技術の開発
② ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供
③ 成育医療に関する、技術者の研修の実施
④ ①～③に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提

言の実施
⑤ ①～④に掲げる業務に附帯する業務の実施

3.センターの理念と基本方針

理念
病院と研究所が一体となり、健全な次世代を育成す

るための医療と研究を推進 します。

基本方針
一.成育医療のモデル医療や高度先駆的医療をチーム

医療により提供 します。

二.成育医療の調査 。研究を推進 します。

三.成育医療の専 Pヨ家を育成し啓発普及のための教育

研修を行います。

四.成育医療の情報を集積 し社会に向けて発信しま

す。

4.センターの組織

5。 役職 員数

役員数 (平成25年 4月 1日現在)

常勤 1人 非常勤5人

職員数 (平成26年 1月 1日現在)

常勤996人 非常勤574人

6。 病院の規模

病床数 (一般) 490床
患者数 (平成25年度実績 )

入院患者数 (1日平均)   384.9人
外来患者数 (1日平均) 1,022.4人
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1.国立成育医療研究センターの概要



●  ●

‖12. 第一期中期計画の概要 評成22年4月～平成27年3月 )

センターの使命、目的

成育疾患に対する研究及び医療を推進

新しい医療を担う人材の育成

国内外の情報の集積・発信及び政策提言

業務運営の効率化

1。 サービス、業務の質の向上

研究・ 開発の推進

◆ 臨床を志向した研究 。開発の推進

◆ 病院における研究 0開発の推進

◆ 担当領域 (成育医療)の研究・開発の推進

医療の提供
◆高度先駆的な医療、標準イしに資する医療の提供

◆患者の視点に立つた医療の提供

人材育成

医療の均てん化と情報の収集 。発信

国への政策提言

その他

チーム医療、包括的

2。 業務運営の効率化
・ 効率的な業務運営
・ 電子化の推進
・ 法令遵守等内部統制

3。 予算、収支計画及び資金計画
・ 自己収入の増加

・ 資産及び負債の管理

4。 短期借入金の限度額

5.重要な財産の処分

6.剰余金の使途

7。 その他業務運営に関する事項
0 施設・設備整備に関する計画
0 人事システムの最適化
・ 人事に関する方針
・ その他

◇

◇

◇

◇

◇

◇ 小児救急医療、周産期医療を含めた成育医療全般に関して、
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● ●

‖13.国立威育医療研究センターの事業体系図

研究・ 開発

[現状と課題]

① 臨床を志向した研究。開発の推進
高度先駆的医療の開発、標準医療の確立のため、優れた研究・開発

成果を継続的に生み出していくことが必要

② 病院における研究・開発の推進
臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性を持つて円滑に実施

③ 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進
研究基盤の強化により、国民的課題である次世代を担う子どもとその

家族の健康に対して、センターに期待される研究・開発を着実に推進

医療の提供

「子ども。子育てビジョンについて(平成22年 1月 29日 閣議決定)」 に定
める「妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会へ」を目指す
[現状と課題]

① 高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供
国内外の知見を集約した高度先駆的医療の提供及び最新の科学的根拠
に基づいた医療の提供を行う。

② 患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供
患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者
との信頼関係を構築する。

③ その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供
子どもの心の問題等に対応する医療体制を構築するとともに、周産期・′ト
児医療において質の高い医療の提供を行う。

人材育成
[現状と課題]

① リーダーとして活躍できる人材の育成
国内外の有為な人材の育成拠点

② モデル的研修・講習の実施
モデル的な研修及び講習の実施及び普及

情報発信

[現状と課題]

① ネットワーク構築の推進
都道府県における中核的な医療機関間のネットワーク構築

② 情報の収集。発信
医療従事者や患者・家族が信頼の蹴る情報を分かりやすく入手するた

めの情報提供
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● ●

‖1 4.平成25年度の取組① (臨床研究)

1研究所と病院との連携を深めるため、

'セ
ンター “を設立し、臨床試験・ 研究

平成25年 11月 1日の組織改変において

・開発・データマネジメント・知財等、

“社会 0臨床研究

特に臨床研究機能

1臨床を志向した研究・開発 [評価項目 1]
,
薫                                         ,`呼

"弔
B=

■ ― ― =こ
し .己=― ■ヒ   Lヽ ′

:研究所と病院等、センター内の連携強化

:◇研究所と病院が連携する会議

:  研究所内で臨床医に向けた臨床研究 0疫学研究に関する系

i 統的なレクチャーシリーズを開始した結果、研究所と病院が

1 連携する会議の開催数は68回となり、平成21年度の52回を

1 16回 (30.8%)上回つた。

産学官等との連携強化  ‐

◇臨床研究中核病院に指定

・ 被験者候補検索システムの強化・拡大と臨床研究への活用

・ 小児固形がんなどの小児腫瘍に対する臨床試験のデータセ

ンターとしての機能を充実

◇産学連携の基盤整備
社会・臨床研究センターの矢口財・産学連携室が、企業等の

産業界、大学等の研究機関と、病院並びに研究所との連携を

推進し、平成25年度の共同研究契約締結数は、平成21年度

に比して56.3%増加。

!自 己評価[S]i

研究所・病院の連携会議ロセミナー数

H21:   H22:   H23:   H24:   H25'

小児腫瘍など臨床試験データ管理実施数

H21:   H22: H24'   H25`
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０
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２
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目標 120%以上増加 (63回 )

H25'実績 :30.8%増 (68回 )

■多施設共同非腫瘍性希

少疾患臨床研究

■国立成育医療研究セン

ター内臨床研究

口多施設共同小児がん臨

床研究

目標 :10%以上増加 (18件 )

H25′ 実績 :56.3%増 (25件 )

企業及び他の研究機関との共同研究

H21:   H22〕   H23:   H24:   H25:
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● ●

M 4.平 成25年度の取組① (臨床研究)

病院における研究・開発の推進 [評価項目2]

臨床研究機能の強化
◇臨床研究中核病院として採択されたことを受け、1日臨

床研究センターの体制を見直し、研究所に社会・臨床
研究センターを設立した。 (新規部P3の部室長等は、
平成26年4月着任)。

◇社会・臨床研究センターが支援する臨床研究数の増加
・ 計画・ 立案支援件数

平成21年度 3件 → 平成 25年度 12件 (+9件 )

・ 実施支援件数

平成21年度 3件 → 平成25年度 17件 (+14件)

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・ 開発の推進 [評価項目3]

重点的な研究 。開発戦略の者え方 (最重点研究課題 = 再生医療の確立 )

◇ES細胞由来の最終製品を作成することに成功
・これまで国立成育医療研究センターでは、ヒト以外の異種動物成分を用いることなくヒトES細胞7株を樹立して

きた。平成25年度は、革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業「ES細胞を加工した製品や、ES
細胞を活用した、医薬品等のスクリーニングや有効性・安全性の評価方法の確立」の事業の一環として、「アン

モニア分解酵素活性を有するES細胞由来の肝臓細胞」を作成することに成功した。今後、臨床試験として、高ア
ンモニア血症を生じる先天代謝異常症の憲者に対してこの細胞の移植を計画している。
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● ●

電予| 4ロ 平成25年度の取組② (研究)

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・ 開発の推進 [評価項目3]

重点的な研究 0開発戦略の者え方

◇国際共同研究成果をLancet言志に発表
0平成25年度は295件の原著論文を発表 (平成21年

度に比して15%増 )。 うち英文論文数は2421牛 (前

年より18件増加)。 特筆すべきものの一つは、

Lancet誌 に掲載された国際共同研究の成果である。

この論文は、29ヶ 国30万人以上の女性を対象に妊産

婦死亡およびニアミスに関する調査を実施したもので

ある。本論文に関連して、昨年度報告したLancet言志

掲載の国際共同研究による体系的レビュー (最近20
年間の疾病や傷害が人類に与える悪影響)のうち2つ

の論文は、その後わずか一年半の間に被弓1用回数がそ

れぞれ403回、258回を記録した。

‐
◇ヌーナン症候群の原因となる新 しい病因遺伝

子の同定に成功

1 0次世代高速シーケンサーを用いて、希少遺伝性難病

であるヌーナン症候群の原因となる新しい病因遺伝子

I RITlを世界で初めて同定した(∧m」 Hum Genet
l 誌)。 本症の病態解明に役立つのみならず、RI丁 1遺伝

‐  子と肥大型心筋症およびがんとの関連を示唆した。

◇新しい眼科手術法

・従来は失明に至る可能性が高かつた重症の未熟児網

膜症に対 して新 しい早期硝子体手術 を開発 し、8害」以

上の児で失明を回避できたことを報告 し、各新聞よ り

報道された。

英文・和文の原著論文発表数  晟響ξ絆
上増加(269件 )

400

300

200

100

0

英文 25%増 (242件 )

H25'

口和文
ゆ英文

H22'   H231

11・
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4.平成25年度の取組② (研究)

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 [評価項目3]

具体的な方針 (疾病に着目 した研究 )

◇平成25年度に次世代高速シーケンサーを用いて網羅

的遺伝子解析を行つた試料は約600例で、通算で約

1,300例となつた。

◇lgE非依存性の食物誘発性消化管アレルギー(新生児

乳児消イじ管アレルギー)は、近年わが国で報告数が急

増しており、その10%は重大な合併症を起こすこと

から疾患概念の構築が急務である。当センターで

は、これまでに160名の患者の診断治療を行い、」

Allergy CIn lmmunol(F=12)掲 載2論文

(2011,2013)な どに発表してきた。平成25年
度は厚生労働省難治性疾患研究班を組織し、全国の

憲者オンライン登録システムや診断治療指針を公開

した。

医薬品及び医療機器の開

臨床研究実施件数
治験 (企業治験)

治験 (医師主導)

製造販売後臨床試験

計

発の推進

173件

24件

1件

1件

199件

５。

０。

５０

００

５。

。

２

　
　
２

　
　
１

　
　
１

臨床研究及び治験実施件数
目標 :5%(80件 )以上増加
H25′実績 :161.8%増 (199件 )



● ●

"1 4.平
成25年度の取組③ (医療)

1高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供 [評価項目4]

高度先駆的な医療の提供

◇小児肝移植の実施
単一施設の年間小児肝移植症例数としては世界最多で、

生存率 100%。
8月には世界初となる生体肝移植 ドナーの余剰肝を用

いた肝細胞移植をOTC欠損症の新生児に施行 して成功。

高アンモニア血症による脳障害の回避、安全に肝移植

ができる6kgまでの橋渡し医療の可能性。

◇胎児治療
・先天性横隔膜ヘルニアに対する胎児鏡下バルーン気管

閉塞術を日本で初めて成功。
→この術式で、出生児での肺低形成を予防でき、生存率

向上に寄与できる。

・双胎間輸血症候群に対するレーザー手術を60例で実施.

これは日本で最多の症例数で、一児生存率95%は世界

でもトップレベル.

・胎児胸水に対するシャント術は10例で、胎児死亡例ゼ

□。

Sが゛ゞゞ ゞゞゞずゞ

０

０

０

０

０

０

５

４

３

２

１

【胎児鏡下レーザー凝固術】 【胎児胸1空羊水腔シャント術】
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● ●

M 4.平 成25年度の取組③ (医療)

高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供 [評価項目4]

高度先駆的な医療の提供

◇胎児診断
母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査 (NIP丁 )を遺伝カウンセリングの下に942例で施行し、新しい検

査の適正な応用に貢献した。

鋼

欧米でNIP下が商業ベースで開始。
出生前遺伝カウンセリング体制が確立されていない日本でNIP下が一般施設で開始されると大混舌L(検査内

容をよ<知らずに受けたり、陽性というだけで確定診断を受けないで中絶したり)が予想されたため、NIP丁
を適正に用いる体制の確立が必要であつた。

◇免疫不全症 に対する治療
慢性肉芽腫症に対するサリドマイド療法、アデノシン・デアミナーゼ欠損症に対してPEG―ADAの酵素補充療

法を、各 1例に施行。

◇平L児の頭蓋形態の異常に対する治療
手L児の頭蓋形態異常に対して、62例に、頭蓋形状誘導ヘルメットによる治療を施行:

この治療は、頭蓋縫合早期癒含症の早期スクリーニングにも資すると期待できる。

10



卜1  4.平 成25年度の取組③ (医療)

患者の視点に立つた良質かつ安心できる医療の提供 [評価項目5] 自己評価[A]

iC観俄省ξ   歴塞曹静2件 (143件増)

i 172件の約8害」は他の小児病院、大学病院からの紹

: 介。

i◇小児がんセンター

1(国から小児がん拠点病院に指定)

I入院時から地域ケアを見通した医療の提供

|◇退院支援チームが関与した退院困難なケース

な電翼実を畜2捏慮F理暴樫罷辱昌暑塁塁尾じLヒ瑳皐
置し、常設の患者相談窓□を設けた。

こにI藁檀壱言了量勁舅
行つている。

セカンドオピニオン実施数

172200

150

100

50

0

H21:   H22:   H230   H24:

目標 :5%(31件 )

以上増加
H25′実績 :493.1%増

(172件 )

目標 :5%(21件 )

以上増加

H25′実績 :260.0%増

(72件 )

９。

７。

５。

３。

１。

退院支援チームが関与した退院困難なケース数

11



● ●

M 4.平 成25年度の取組③ (医療)

自己評価 [A]

その他医療政策の一環として、センタァで実施すべき医療の提供

周産期 0小児医療 における中核的な役割

◇周産期医療の提供
分娩件数2,142件 ※うち約7害」がハイリスク分娩
(多胎分娩97例、胎児異常91例、帝王切開713例

等)母体搬送受入数は92例
胎児異常精査を主訴とした紹介が約500例あり、診

断と方針をたてて逆紹介している。

◇小児医療の提供
小児救急医療体制における中核的な役割 (こども救命

救急センター (東京都事業)に指定)

・ 救急外来患者数 :31,621人、救急車搬送受入台数
3,182台 ※日本でも小児救急では一、二を争う数

・ 重症度の高い蘇生、緊急に トリアージされた患者は
5,156人 (16.3%)東京都事業のシステムでホットラ
インまた他センターから受け入れた重症小児患者数
503名 (全体の約 5害」)。

◇小児がんセンター

救急車搬送受入台数

0 国から小児がん拠点病院として指定 (さ らに‐
~国 15の小児がん拠点病院の中央機関にも指定)された。

・ 血液腫瘍、固形腫瘍、脳神経腫瘍、腫瘍外科などに機能分担 した組織改変 .

・ 退院後も高度な医療を在宅で継続するために在宅診療科および在宅医療支援室を設置。

０

　

　

０

　

　

０

０

　

　

０

０

　

　

０

２

　
　
　
　
１

０

０

０

０

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

３

　
　
２

　
　
１

●

聯
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‖1 4.平 成25年度の取組④ (その他)

1人材育成に関する事項 [評価項目7]

リーダーとして活躍できる人材の育成

◇成育医療 に精通 した人材の育成

・産科麻酔科医長が順天堂大学麻酔科教授に、移植外科医長が熊本大学小児外科准教授に、血液腫瘍科医長が聖

マリアンす医科大学小児科准教授として転出。

・医師の初期臨床研修は、東京医療センター、関東中央病院、筑波大学などの初期研修医に対して小児医療研修

を行つた。さらに、42名の小児科後期研修医を受け入れ育成をしている。

・成育医療研修会を通して、医師、看護師、診療放射線技師の研修を受け入れた。

◇モデル的研修・講習の実施

・センター外の医療従事者等に向けた各種研

修・ 請演会を31回開催した。

・カリフォルニア大学サンフランシスコ校とイ

ンターネット回線で結び、Dedgning
Clinical Researchの7回シリーズの教育コー

スを行つた。

センター外の医療従事者等に向けた

各種研修・講演会等開催回数

日標 120回以上
31 H25′実績 :31回

０

０

０

０

０

４

３

２

１

H21:  H22:  H23:  H24:  H25:
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M 4.平 成25年度の取組④ (その他)

医療の均てん化と情報の収集・ 発信に関する事項 [評価項目8]
◇ネ ットワーク構築の推進

・ 東京都こども救命事業に参加、都内4つの小児三次救命救急センター間の連携を蜜にとって、小児IC∪も含めた重症小児患者
の救命を行つている。

・ 小児病院耳鼻科含同カンフアランス (4施設参加)を行い、聴力測定請習会などを行つた。

・ 妊娠と薬の情報センターでは相談事業の均てん化を目的とした拠点病院の整備を行つていて、平成25年度は4カ所が加わ
り、全国で25か所となった。

・ 医療連携関連では、地域の医師、コメディカル等を対象に、当センターの職員や地域関係機関の職員が講演者となって懇話
会を開催した。

◇情報の発信

・ 成育医療に関連した医療者・ 研究者向けの情報「メールマガジン」を5本 (宛先数491)配信、一般向けの情報「成育すこ
やかジャーナル」を5本 (宛先数1,862)配信。

・ 当センターの各部門の取組みを総合的に照会するパンフレット (日 本語、英語併記版)を作成した。

i自 己評価[A]:◇政策提言

・内閣府の少子化危機突破タスクフォースの中心的な役害」を果たし、①これまでの議論と成果、②今後取り組むべき課題と進む
べき方向性、③今後に向けた提言からなる『少子化危機突破タスクフォース (第2期)まとめ』を作成し少子化社会対策会議
に提言した。

・消費者庁「子どもを事故から守る」プロジェクトヘの協力.当院救急外来を受診した小児外傷例で、予防可能と判断された事
故データを消費者庁と国民生活センターに4129件提供した:この数は全体の約6害」を占めている。

◇国際貢献

・全権大使の招きで、当センター医師2名がコソボ共和国を訪問し、川崎病の診断、治療について請演した。

・平成25年4月 に中日反好病院、平成25年 11月 にソウル延世大学校小児病院、平成26年2月に上海小児病院と連携協定を結
んだ。

国への政策提言に関する事項、その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 [評価項目9]

14



● ●

‖E 4.平 成25年度の取組④・(その他)

1効率的な業務運営体制・効率化による収支改善 等 [評価項目10～ 14]

l効率的な業務運営体制・ 効率イヒによる収支改善 青    
◇

「
霊3』

「
蔓ξttflttf・

°43%

|            じ:晉責採1ゴ

応することを目的 .ぢg33?兌
lだ妻讐署渥ιたレセプトチェックの実

iO損益計算|こおける経常収支 (率)」

とした  ゙    ・

諮
療報酬1委員壬

1  経常損失 ▲526百万円             ◇内部統制体制の適切な構築
1  経常収支率 97.8%               .重 点項目を定めた計画的な内部監査の実施
1                           。契約監視委員会による 1者応札等の点検を実施
i◇外部資金の獲得                   ・弁護主によるコンプライアンスホットラインの開設

コンプライアンス推進会議の設置、職員
l   l彗需璧li量貧 1'588喜 ;:竃                 

・
そFЛ雪君足夕ゝィ″アンス・ マニュアルの作成を行つた。

ミ

◇医薬品、医療材料等について、6NC、 NHOとの共同

購入を実施

◇同種・同等品 (医療材料)の見直し、後発医薬品の採用
2,000

によるコス ト肖」減を実施

外部資金獲得状況

i◇医療材料等について、購入価格再交渉を行い、

1 千円の購入費を削減した。

|◇企業会計原貝」による会計処理の実施

|【財務会計システムの適切な稼働】

1′ 500

12,615   1′
。。。

500

■寄附

■厚生労働科学研究

費
■文部科学研究費

H22:  H23:  H24:  H25:
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＝̈ 平成25年度の財務状況

<損益計算書>
万

24′ 実績 25′ 実績 対前年度

経常収益 231406 23,373 △ 133

医業収益 171422 171231 △ 191

運営費交付金収益 4,106 3,919 △ 188

その他収益 1,878 21224
ａ
ｕ

′
『

経常費用 22,607 231899 1,292

給与費 101334 111037 ｎ
ｖ

７
′

材料費 51132 5:052 ∠ゝ  80

経 費 11446 1,663
７
‥

減価償却費 21 194 2,358 163

支払利息
７
‥

ｎ
ｖ

ｎ
Ｊ

ｎ
Ｊ △ 8

その他費用 3:393 31691 298

経常利益
ｎ
Ｊ

ｎ
Ｊ

７
‥ ∠ゝ 526 △ 11325

臨時利益 ]
ｒ
ｏ

臨時損失
０
０

当期純利益
●
Ｕ

ｎ
コ

フ
′ △ 539 △ 11334

<貸借対照表>

※財政融資資金借入金残高      8,198 7,515 △ 683

その他経常収益

143百 万円

06%

<運営費交付金について(平成25年度実績)>
資産見返負債

戻入
施設費収益

12百万円

0.051%
438百万円

1.9%

※経常収支率

総収支率

103.5%

103.5%

97.8%

97.7%

-5.7%

-5.8%

万

24′ 期末 25′ 期末 差額

資産 55,896 54,764 ∠ゝ 1,132

流動資産 10,559
ｎ
ｕ

α
Ｕ

ｎ
Ｕ △ 454

固定資産 45,337 44,658 △ 679

負債 15,497 141587 △ 911

流動負債 5,702 5,709
７
′

固定負債 9,795 8,878 △ 918

資本 40=399 401178 ∠ゝ 222

注)計当燎よそれぞ4■ 四捨五入によっているため、端邊知二おいて合計とit必 ずしも一致しません。         16         1



●
■
■
■

●＝ 5.平成25年度の財務状況

<経常収支の推移>

平成24年度実績 経常利益

<研究事業>
・運営費交付金の減

<臨床研究事業>
・研究収益の増

<診療事業>
・ 医業収益の減、

給与費の増、委託費の増

<教育研修事業>
・給与費の増、運営費交付金の減

<情報発信事業>
・給与費の減

<法人共通>
・給与費の増

平成25年度 経常損失

臨時損益

平成25年度 当期純損失

△ 1′069
平成25年度に取得した主な施設基準

※ く〉は基準取得年月日

0特定入院料

・小児特定集中治療室管理料10床→12床 くH25.6.1〉

0リハビリテーション
ロがん患者リハビリテーション料 くH25.‖ .1〉

0手術
,植込型骨導補聴器を用いる場合の植込型骨導補聴器

の植込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子の交換

くH26.2.1〉

単位 (百万円)
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資料 2-2

独立行政法人国立成育医療研究センター

平成25年度業務実績評価シー ト



目   次

評価区分 25年度計画記載項目 頁

評価シー ト
1

事1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する日標を達成するために取るべき措置 1

1.研究・開発に関する事項 l

{1)臨床を志向した研究・開発の推進 1

評価シート
2

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

1.研究・開発に関する事項

{2)病院における研究・開発の推進

評価シート
3

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

1.研究・開発に関する事項

13)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

E当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究 。開発の推進 (別紙 1) 8

爵価シー ト
4

請: 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する日標を達成するために取るべき措置

2.医療の提供に関する事項

11)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

評価シー ト
5

事1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

2.医療の提供に関する事項

2}患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供

評価シート
6

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

2.医療の提供に関する事項

3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

評価シー ト
7

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

3.人材育成に関する事項

評価シー ト
8

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する日標を達成するために取るべき措置

4 医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

評価区分 24年度計画記載項目 頁

評価シー ト
9

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する日標を達成するために取るべき措置

15.国
への

贅
策提言に関する事項

上
その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

評価シー ト
10

第 業務運営の効率化に関する日標を達成するために取るべき措置

1.効率的な業務運営に関する事項

|い
}効率的な締 運帥 制

評価シート
11

第 業務運営の効率化に関する日標を達成するために取るべき措置

1.効率的な業務運営に関する事項

卜2)効率化による弩支1重
2、 電子化の推進

評価シー ト
12

事2 業務運営の効率化に関する日標を達成するために取るべき措置

法令遵守等内部統制の適切な構築

評価シート
13

事3 予算、収支計算書及び資金計画

事4 短期借入金の限度額

事5 重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

串6 剰余金の使途

常7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1 施設・設備整備に関する事項

評価シー ト
14

串7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

2.人事システムの最適化

3.人事に関する方針

4 その他の事項



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
第 国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に目する事項

研究・開発に関する事項

(1)臨床を意向した研究・開発の推進

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立
のため、臨床を指向した研究を推進し、優ね
た研究・開発成果を継続的に生み出していく
ことが必要である。このため、センターにお
いて以下の研究基盤強化に努めること。

① 研究所と病院等、センター内の連携強化

第 1 国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する目標を達
成するために取るべき措置

1.研究 。開発に関する事項

センターは、臨床研究の企画、立案、実施及
び支援が実施できる体制を整備するとともに、
センター独自にあるいは関連施設とともに高度
先駆的医療の開発及び標準的医療の確立に資す
る臨床研究を実施する。

(1)臨床を志向した研究・開発の推進

① 研究所と病院等、センター内の連携強化

基礎研究の成果を臨床での実用化につなげ
られるよう、また臨床現場での問題点の解明
のための基礎研究が円滑に行えるよう、研究
所と病院との情報や意見交換の場を設ける等
の連携強化を図るとともに相互の人的交流を
進め、共同での臨床研究の実施を推進する。

これにより、研究所と病院が連携する会議
等の開催数を、中期目標の期間中に、平成21

年度に比べ20%以上増加させ、病院・研究所
による新規共同研究を、中期 目標の期間中
に、平成21年度に比べ30%以上増加させる。

第 1 国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する日標を達成するた
めに取るべき措置

1 研究・開発に関する事項

臨床研究センターを中心として、病院及び研究所か
ら企画・立案された臨床OF究 を迅速に推進・実施す
る。

また、高度先駆的医療の研究 。開発においては、前
臨床研究・臨床研究を経て、実用化し普及させるため
の協力体制を構築していく。

(1)臨床を意向した研究・開発の推進

① 研究所と病院等、センター内の連携強化

基礎研究の成果を臨床での実用化につなげられるよ
う、また臨床現場での問題点の解明のための基礎研究
が円滑に行えるよう、研究所、臨床研究センターと病
院との情報や意見の交換等の連携強化を図る。この日
的を達成するために相互の人的交流、共同しての臨床
研究を推進するためセミナー、グラウンドラウンド等
を共同開催する。
平成25年度は、研究所、臨床研究センターと病院が

連携するための会合等の共同開催数を、平成21年度に
比して16%増加させる。また、研究所、臨床研究セン
ターと病院による調整を行い、新規共同研究数を平成
21年度に比べ24%増 加させる。

第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため
に取るべき措置

研究・開発に関する事項

研究所と病院の連携を深めるために、臨床研究の企画・ Lヽ案・実施、及び、支援を行う中核的組織を構築
し、高度先駆的医療の開発及び郡 的医療の確立に資

ュ1緯 :翠 翼 豪ジ鰐

「

1蠣

V塁「 螺 醸 臓 壇
要造拿乞靡籍磐発1ま

`こ

を設立し、臨床試験・研究

(1)臨床を意向した研究・開発の推進

① 研究所と病院等、センター内の連携強化

l:lifi:;サ [:ifi,撃,flilIIサli             ttfIF千勇『|:i

皆][「
燿EF管屏易鼎2鳥漫奈霊務手菅基輩窃話羅姦亀盃薔留なぢ″季議肩孝崖あろ呂馨常呂缶欝う,I

蕎「 Zi【17堡身iみ当藷鵬 場itti夕豊It「響F[f:1,据
|た鳥優彎慕奥奇僣I暑李驚突

研究所と病院が連携するための会合等の共同開催数

平成 21年度 平成 22年度 平 成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 対平成 21年度増減

52回 56回 56回 59ral 68回
16回

{31%増 )

病院・研究所による新規共同研究数

平成 21年度 平成 22年度 平 成 23年度 平成24年度 平成 25年度 対平成 21年度増減

22件 25件 28‖ :
6件

27%増 )

-1-



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

②  「革新的医薬品・医療機器nll出のための5

か年戦略J{平成19年 4月 26日 内閣府・文部科学
省・厚生労働省・経済産業省)に基づく、産官
学が密接に連携して臨床研究・実用化研究を進
める「医療クラスターJの形成等、国内外の産
業界、研究機関及び治験実施医療機関等との連
携

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備

② 産学官等との連携強化

ベンチャー企業等の産業界、大学等の研究
機関及び独立行政法人国立病院機構、小児専
門医療施設等の治験実施医療機関等との連携
を深め、 「医療クラスター」の形成を目指す
とともに、治験を含む臨床研究を推進するた
め、臨床研究センターを整備する。

これにより、企業及び他の研究機関との共
同研究の実施数を中期日標の期間中に、平成
21年度に比べ10%以上増加させる。

③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

戦略的に研究 。開発 (研究開発費を含む)

を推進するため、研究 。開発の企画及び評価
のための体制の構築に努める。

② 産学官等との連携強化            |
企業等の産業界、大学等の研究機関との研究に関す

る連携強化を引き続き図る。独立行政法人国立病院機
構や小児専門医療施設等との治験実施等の推進を図る
ために導入された小児治験ネットワークを維持・発展
させる。
平成25年度は企業及び他の研究機関とのりt同研究の

実施数を、平成21年度に比して8%増加させる。

③ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

成育医療にBDする戦略的研究・開発を推進するため
の委員会において、企画及び評価を実施するととも
に、さらにこれらを検証し、評価結果を成育医療研究
開発費の研究費額に反映させるなど、より有効な評価
体制の構築に努める。

② 産学官等との連携強化

1 社会・臨床研究センターの知財・産学連携室に企業等の産業界、大学等の研究機関と、病院並び
に研究所との連携を推進する役割を担わせた。また、共同研究審査委iミ会およびその事務局が中心
となって共同研究契約書における成果の取り扱いに係る記述を確認する作業が定着した。このよう
な活動を通じて研究者の意識改革が進み、共同研究実施の前提として共同研究契約締結が必要と認
識するようになった。平成25年度の共同研究実施数 (=共 同研究契約締結数)は 25件であり、平成
21年度に比して56%増 lJrlし た。

2 平成25年 5月 9日 、臨床研究中核病院整備事業 (厚 /■ 労働省医政16)に よる臨床研究中核病院の指
定を受けた。本事業は、総長の強力な指導力の下、組織横断的に構築する支援体制を礎に、小児稀
少難治性疾患に対して国内外の研究者によって見出された新たな治療法について、網羅的・系統的
にそのニーズを吸い上げ、その臨床応用のための人口戦略を立て、適切かつ迅速に医師主導治験や
ICH-OCP準 拠の臨床試験へつなぎ、出日までの支援を行うものである。平成25年度の成果として以
下の事業を開始した。
1)小 児治験ネットワークでの被験者候補検索システムの強化・拡大と臨床研究への活用 :当セン
ターは特定領域治験基盤整備事業 (事業年度 :平成23～25年度、rl■生労働省医政局)に採択され、
この公的助成を基に日本小児総合医療施設協議会加盟施設を中心に平成22年に設立された「小児
治験ネットワーク」 (加盟32施設 (平成25年度末日)、 加盟施設の小児病床数 :約 5,500病 床)

を構築した。この小児治験ネットワークを生かし、各施設の電子カルテ情報並びに問診情報を集
約し治験候補患者 (致)の迅速な把握を日的とした「被験者候補検索システム」を設計し導入に
向けて準備を進めているところである。

2)電子カルテにおける臨床研究データの保存 (「真IE性 J「見読ヤLJ「保存性」の確保):電子
カルテデータとしての「真lE性J「見読性J「保存性Jを確保すると同時に臨床研究等における

診療縁の直接閲覧の負lHも 軽減し、臨床研究データの信頼性を確保するための基盤を整備した。
3)小児固形がんなどの小児睡瘍に対する臨床試験のデータセンターとしての機能を充実させた結果、

平成25年度は44件 (う ちセンター外は29件)の臨床試験のデータ管理支援を実施できた。

3 医師主導治験やICH― CCP準拠の臨床試験を推進するために外部から社会・臨床研究センター長、
同センター開発研究部長など4名を招へいした (平成26年4月 着任)..

企業及び他の研究機関との共同研究実施数

平成 21年度 平成 22年度 平成 24年度 平成 25年度 対平成 21年度増減

16件 17件 19件 31件 25件 件
贈

③ 研究 。開発の企画及び評価体制の整備

出生コホート研究や希少難病疾患ゲノム研究など、当センターが担うべき研究課題を成育研究開発費とし
て実施、内部評価委員会、外部評価委員会を開催、その採択・継続、配分金額の増減を決定してきた。平成
25年度の審査より、当センターを含むナショナルセンターの共同事業であるところのパイオバンク事業との

連携を視野に入れた評価を開始した
`,

研究・開発の評価の見直しについて、従来のインパクトファクター (雑誌を評価するための指標)に加え
て、個々の研究成果をより客観的に評価できる被引用En」 数を用いた研究評価方法について検討を続け、人事
の参考としている。

インハウス研究費の新たな評価体制を整備するとともに、研究の進捗状況を組織的にフォローするため、

プログラムディレクター及びプログラムオフィサーを設置した.,

2 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期日標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 ④ 知的財産の管理強化及び活用推進

センターにおける研究成果及び生物資源等
について、知的財産の権利化を図るための体
制強化、維持の必要性を見直し、研究者に対
する知的財産管理や契約行為等に関する相談
支援機能の充実を図る等、効率的な維持管理
を推進するとともに、積極的に発信・提Jkを

行うことによって社会還元に努める。
このため、センターとして職務発明委員会

における審査件数を、中期目標の期間中に、
平成2:年度に比べ20%以 上増加させる。

④ 知的財産の管理強4L■び活用推進

センターにおける研究成果及び生物資源等につし
て、知的財産の権利化を図るための体制を確立し、夷
的財産管理や契約行為等に関する相談支援機能強化を
図る。外部専門家による知的財産相談窓口業務を継″
し、職務発明申請条件の新規性、進歩性の相談を推迎
させる。
平成25年度は、センターとして職務発明委員会に■

ける審査件数を、平成21年度に比して16%増 加させ
る。また、複数のTLOや知的財産の活用をIL進する日
体等と協議することにより成果の発信を図る。

④ 知的財産の管理強化及び活用推進
知的財産の権利化に繋がるシーズ探索、知的財産管理や契約行為等に関する相談支援機能強化を図る

&躍瞥ζ晋犠躍酬詰翻翻爵簿2ζIPtt「肇鱗戦百:潟瀾 :"、酔

職務発明委員会における審査件数

平成 21年度 平成22年度 l平成23年度 平成 24年度 平成 25年度 対平成 21年度増減

7件 18件 9件
2件

(29%増 )

- 3 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点  |
■評価項目l■

研究・開発に関する事項
(1)臨床を志向した研究・開発の推進

自己評定   I     S     I
(総合的な評定)

り

'li舞

:罪茫毯曇守畠)〔藤

'電

経3'生産皇皇モ|す♭勇排省籍説λ妥牌愕

'務

11議姦

|「]::liii::i[;:[i:i富 [曾||:[[[:iili:[[ネ

[llilを ,[lii[[liii:L,Iiせ ,菫::[i;[ま iミi筆1

iEII場曇巽置Fぶ畠話肺碁餞 電路儀制協現墜班讐:た P｀

臨床研究中

評 定  |
(委員会としての評定理由)

J

く各委員の評定理由)
[数値 目標 ]

・
l奪震危露柔獅牙政I亀倉曹薯′霧携挙慕発事杷艮督撃燈異嵩析ぇI'
1翠晟祈撃嬰

間
二塁準囁催毅

年馬旨皆聯磐箕偽蒜晃
加

22件〉

:企業及恣種お研究磯蘭どめ天面研究あ雲鰍 を中硼百環め珈面下蔵
‐
平

成21年度に比べ10%以上増加
(平成21年度 16件 )

:職霧発萌萎員会にヽげる磯香

「

数を1‐ ギ列百藤あ詢蘭下ほ
‐
平茂′降 覆

に比べ20%以 上増加
(平成21年度 7件 )

静脇扉[1著編集喬譲撮躍紺Ⅷ l撃百罪翌1(提』罰ン3T加
、

霞縣百斎T霊認奪配薔宅語盟囃 ItT麿鰤薔騰菅鶴
ることができた。

平前 弾 度あ馨答倅政ぷギこなう1‐ 平茂■年rに■じぞ′

「

K28‐ 3%'■茄u‐

年度計画の16%を 上回ることができた。

[]|[[][[[署

[』各iltti:甚 I「i書l瞥暑賃昴彙:重量暑
推進しているか。

F議 嚢 臨 I冒 憾 T懇 調 %1電 話 I
いるか。

硫鑑 臨 蘊脇臨 魏 薦蹴ごるが
丁研ダr蘭

実績 :○

成育研究開発費新規課題申請に関して、病院と研究所との共同研究であることを

優先事項として明記した結果、新規共同研究数が増加している。

・
膝翻奮I鶴主

`こ

′珊i駐麟麓f乞囁鮒 麟
対等の

。平成25年度の共同研究実施数 (=共同研究契約締結数)は、平成21年度に比して

563%増 加した。

一績一実 一〇

)i:]::;:3;::l言 :l〔1:昔:iitilii:賞 :;:][]

]l:[i[鮭ilil[:i[:許ξ膚ょlIど多ま:r`〔「J言
願事調



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

・研究者に対する知的財産管理の相談支援機能の充実を図る等、効率的な
維持管理を推進するとともに、積極的に発信・提供を行うことによって
社会還元に努めているか。

1蔦評藤 b価劇■産にういて「
‐
酒人1こおける裸石あ必要[あ検討頭視1こ

ついての評価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

:検討あ鶴栞
「

灯酌研Fみ■理事を行りごと1こ なぢた場合属
‐

取組状況や進捗状況等についての評価が行われているか。 (政・独
価の視点)

:蒔訂痛4あ灯∬研産ビういて
「

仔許画願や蜀閣財産稽肩だ歯ずなガ]そ

策定状況や体制の整備状況についての評価が行われているか。 (政・凛
委評価の視点)

:業施評諾等だ至ちてドない菊

“

財産あ活用I確ごするだo1/D政 組にう1

ての評価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

だ績 :○
・パイオ関係の知財に詳しい弁理士を外部専門委員として委嘱し、研究所内から

常的に相談できる体制を構築している。

・研究者に対し知財の意識を高めてもらうための知財セミナーを開催した。

・職務発明に関する委員会を開催し、審査した (9件 )。

・企業へのライセンシングができない等、今後の見通しが少ない特許について、
利放葉等の見直しを行った。

奨績1■
…………………………………………………………………………

・センターが職務発明と認定した発明のうち、今後、権利を継承してゆくものと
ないものについて整理を行った。

・センターが企業、大学等と共同で出願し、権利を保有する特許について見直し
行い、実用化の見込みのないものについては、権利を放棄する等の処理を行っ
た。

【績 :―

・知財に明るい弁理士を外部専門委員として確保し、相談体制を充実させている。

え標 :~
・ TLO機関 で あ る ヒュー マ ンサ イ エ ンス財 団や IPSNに 、出願 に関す る相 談 を行 っ



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

(2)病院における研究・開発の推進

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、

透明性をもって円滑に実施するための基盤の

整備に努めること。

“

①
病院における研究・開発の推進

臨床研究機能の強化

センターにおいて、治療成績及び患者のQOL
の向上につながる臨床研究及び治験等を推進
するため、センターで実施される治験を含む
臨床研究に対する薬事・規制要件の専門家を
含めた支援部門の整備に努める。

② 倫理性・透明性の確保

臨床研究における倫理性・透明性を確保す
る観点から、倫理審査委員会等を適正に運営
し、その情報を公開する。
この推進に当たり、倫理委員会及びIR3に おり
る審査した研究に関する情報を年 12回 以上更
新する。

また、センター職員の研究倫理にBqする知
識の向上を図るとともに、センターで実施し
ている治験を含む臨床研究について適切に備

報開示し、さらに、臨床研究の実施に当たっ
ては、患者及び家族に対して十分な説明を行
つ。

(2)病院における研究・開発の推進

① 臨床研究機能の強化

治療成績及び患者のQOL1/D向 上につながる臨床研究
及び治験等を推進するため、平成25年度は、臨床研究
センターを中心に治験を含む臨床研究に対する薬事・

規制要件の専門家を交えた臨床研究支援部門におい
て、新規医師主導治験や高度医療制度を念頭においた
新規臨床治験の立案・実施を支援する。

また、治験申請から症例登録 (First paticnl in)

までの期間を平均‖0日 以内とする。

② ●理性・透明性の確保

臨床研究における倫理性・透明性を確保する観点か

ら、倫理委員会等を適正に運営し、その情報を公開す
る。

この推進に当たり,倫理委員会及びIRBに おいて審
査した研究に関する情報を年12回以_L更新する

`.

また、センター職員の研究倫理に関する知識の向上
を図るための講習会を開催するとともに、センターで
実施している治験を含む臨床研究については順次ホー

ムベージ上に情報開示する。さらに、臨床研究に関す
る患者及び家族への情報開示、患者への説明文書に間
い合わせ先の明記や患者相談窓日での受付など問い合
わせへの対応を通切に行う。

(2)病院における研究・開発の推進

① 臨床研究機能の強化

規制当局審査経験者、実地調査経験者、臨床研究方法論の教育を受けた医師、CRCを メンパーとし、医師主
導治験等の臨床研究支援を実施した..臨床試験推進室を中′心としたチームにおいては、新規医師主導治験 1課

題のIRB中 請を終了し、他に2課題の実施支援準備を行った.、 また計画・ 立案段階から支援している医師主導
治験2課題 (4プ ロトコル、主任研究者は他施設所属)のうち、1課題については、製薬企業により承認11請 が
行われ、さらのその主な成果がしancet誌 にアクセプトさォ■た..

臨床研究について、臨床試験推進室では、平成25年度は臨床研究の計画・ 1ヽ案支援を12件 (lタトの「L任研究
者は他施設所属、平成24年度からの継続2タトを含む、平成24年度7件)実施した。平成24年度から継続して支
援している2件 は先進医療制度を念頭においた新規臨床試験で、医薬品戦略相談資料作成、先進医療中請資料
作成を支援した。またCRCによる臨床研究の実施支援を17件 (平成24年度からの継続 10件 を含む、平成24年度
10件 )実施した。
平成25年度の実施治験数 (製造販売後臨床試験も含む)は、26件 (平成24年度18件 )であった.,平成25年

度の新規治験 15件 における治験中請から症例登録 (First palicnt in)ま での期間は、平均 143日 (最 短42

日、最長335日 )であつた。期間の長い治験に関してはポスター掲示、リーフレット配付等を行い、症例登録
促ilEに 取り組んでいる..

臨床研究中核病院として採択されたことを受け、平成25年 HF]に は組織改編により、研究所に社会・臨床
研究センターを設iLし、新規部門の部室長等を招聘した (平成26年4月 着任)。

② 倫理性・透明性の確保

倫理委員会を18同 、lRBを 10回 開催した.審査した研究に関する情報を倫理委員会は17回 更新し、IRBは 10

回更新した.研究倫理の講習会については、臨床研究の指針等について、センター掲示版に掲示するととも
に、電子メールにより各人に周知し、5回実施した。
また、倫理委員会への中請時に、主任研究者及び分担研究者が講習会を受講していない場合は、cラ ーニン

グによる講習を受けることを 卜分説明し、受講の確認も行っている.

なお、倫理委員会及びIRBに おいて審査した研究内容や審査結果等については、議事要旨をホームベージ上
で開示している。

さらに、倫理委員会及びIRBで審査を行う場合は、当該臨床研究に対する患者及び家族からの問い合わせ先
の記載や研究結果公表に関する記載がされているかを確認の L審査を行い、記載が適当でない場合は、研究
計画や説明資料等を修lEさ せている.

また、当センターは小児治験ネットワーク (32施設加盟)の中央事務局機能を担うとともに小児治験ネッ
トワーク中央治験審査委員会事務局業務も履行している。平成25年度においては1 21pJ開催し、小児治験ネッ
トワー クを介 した治験 (7新 規課題)の審査 を実施 した。

-6-



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

評価の視点   |
■評価項目2■
研究 。開発に関する事項
(2)病院における研究・開発の推進

自己評定   I     A     l
(総合的な評定)

平成25年 H月 に研究所に社会・臨床研究センターが設立され、臨床研究支援体申
を整備するとともに医師主導治験及び臨床研究を実施している。
医療機器に関しては大学・各種研究機関の他、民間との連携を進展させるととt

に、機器審査過程の諸問題への対応に関する検討を行った。倫理審査委員会及υ
IRBを 適正に運営させるため、講習会等への参加の義務付け、患者・家族への情刹
開示、議事要旨のホームページ公開等を行つている。

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)[数値目標]

・倫理委員会及びIR3に おける審査した研究に関する情報を年 12回以上更新 ・倫理審査委員会を18回開催、17回更新した。IRBを 10回 DB催 し、10回更新した。

[評価の視点]

臨床研究に対する薬事・規制要件の専門家を含めた支援部門の整備に
めているか。

締鳴 雪員会年ど通正だ建蒼晨
‐
そら脅磯E臨じているうi~~~

職頁あ研究福悪 こ蘭ず和 議お敵 を薗花 とぎに1‐ 西床研琥だ漱
の適切な情報園示、さらに臨床研究の実施に当たっては、十分な説明を
行っているか。

実績 ;○
・平成25年 11月 1日 に組織改変において社会・臨床研究センターを設立し、開発企

画部及び開発薬事・プロジェクト管理部が新設された。

実績 i O

・倫理委員会の委員は、指針に沿って各分野の専F"家 を選定している。IRBの 委員
は、CCPに従つて専門委員、専門外委員、外部委員を選定している。倫理委員会
及びIRBに おいて審査した研究内容・審査結果等について議事要旨をホームベー
ジ上に情報公開している。

一績一実 i O

研究倫理の講習会については、臨床研究の指針等について、センター掲示版に掲
示するとともに、電子メールにより各人に周知し、5回実施した。また、倫理委
員会への中請時に、主任研究者、分担研究者が講習会を受:Iし ていない場合は、
eラ ーニングによる講習を受けることを十分説明し、受講の確認も行つている。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

(3)担 当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点
的な研究 。開発の推進

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙
に示した研究 。開発を着実に推進すること。

担当領域の特性を臓まえた戦略的かつ重点的な

研究・開発の推進 〈別紙)

1.重点的な研究。開発戦略の考え方

少子化が急激に進むなか、次世代を担う子ど
もとその家族の健康は国民的課題であり、セン

ターに期待される役割は極めて大きい。
こうした状況の下、センターは、母性・父性

及び乳児・幼児の難治疾患、生殖器疾患その他
の疾患であって、児童が健やかに生まれ、か
つ、成育するために特に治療を必要とするもの

(以 下 「成育疾患」という。)に 関し、遺伝
性・先天性疾患、稀少性疾患等解決が困難とさ
れる疾患に対する医療を含め、成育医療におけ
る諸問題を一つ一つ克服していくことが求めら
4■ている。

このため、センターは、研究所と病院の緊密

な連携を基本として、国内外の医療機関、研究

機関、学会等との連携の一層の推進を図るとと

もに、成育医療におけるイノベーションの創造
と活用を図り、疫学研究等による日本人のエビ

デンスの収集や、画期的な予防・診断・治療法
等の開発を目指した研究・開発を推進していく
こと。
その実施にあたっては、中期計画において、

主な研究成果に係る数値目標を設定するなど、

センターが達成すべき研究成果の内容とその水

準を明確化及び具体化すること。

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点|

的な研究・開発の推進

成育医療分野において、大学や企業等と相
互の強みを活かしながら有機的な連携により

独創的な研究を展開するほか、成育医療に資
する研究目標を定め、研究を推進する。

具体的には別紙 1に記述する。

担当領域の特性を麟まえた戦略的・重点的な研

究・開発の推進 〈用紙 1)

1重点的な研究・口発戦略の考え方

急激な少子化の進行の中で、次世代を担う子
供と家族の健康の確保に関する研究を推進する

ことが、センターに期待されている使命であ

る。
そこで、受精・妊娠に始まって、胎児期、新

生児期、小児期、思春期を経て次世代を育成す
る成人期へと至る、リプロダクションによって
つながれたライフサイクルに生じる疾患、すな
わち、成育疾患について、その診断・治療並び
に予防法の開発を目指すため、研究組織形態の

柔軟化、企業や大学、学会等との連携の一層の

推進を図る。
また、疫学研究等による日本人のエビデンス

の収集、基礎研究及び臨床研究を相互に連携さ
せることにより、総合的な研究・開発を推進す
る。

このため、中期目標の期間中に平成21年度に

比し、英文・和文の原著論文発表数を5%以 上増
加させる。

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ菫

点的な研究・開発の推進

成育医療分野において、大学や企業等と相互の強み
を活かしながら有機的な連携により独創的な研究を展
開するほか、成育医療に資する研究目標を定め、研究
を推進する。
具体的な平成25年度計画については、別紙 1に記述

する.,

担当領域の特性を■まえた戦略的・重点的な研究・開
発の推進 く別紙 1)

1.重点的な研究。開発戦略の考え方

急激な少子化の進行の中で、次障代を担う子供と家
族の健康の確保に関する研究を推進することが、セン

ターに期待されている使命である..

平成25年度においては、成育疾患について、その診
断・治療並びに予防法の開発を目指すため、■1究組織
形態のさらなる柔軟化、企業や大学、学会等との連携
の一層の推進を図り、疫学研究、基礎研究及び臨床研
究を相互に連携させることにより、総合的な研究・開
発を推進する。それらの結果として.平成25年度にお
いては、平成21年度に比し英文・和文の原著論文発表
数を4%増加させる。

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

成育医療分野において、大学や企業等と相互の強みを活かしながら布機的な連携により独創的な研究を展
開するほか、成育医療に資する研究目標を定め、研究をIfr進 する。
具体的な平成25年度計lFに ついては、別紙 1に記述する.

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重点的な研究・開発の推進 (別紙 1)

1.重点的な研究・開発戦略の考え方

国立成育医療研究センターの最重点研究課題は再生医療の確立である。平成22年度以来、移植時の障害とな
るヒト以外の異種動物成分を使,1し ない培養条件を用いてヒトES細胞7株を樹立している.将来的にES細胞加 [

品を用いた移植治療、最初の応用としては、高アンモニア血症を生じる先天性代謝異til症 の患者の中で肝移植
が困難なFE例に対して、ヒトESdl来 肝細胞を経円脈的に移構することを11指しているが、それを目的として医
薬品医療機器総合機構.国立医薬品食品衛生研究所との共同で革新的医薬品 。医療機器 。再生医療製品実用化
促進事業 fES細胞を加工した製品や、ES細胞を活用した、医薬品等のスクリーニングや有効性・安全性の評価
方法の確立」を開始している。その結果、上記ES細胞山来の最終製品を作成することに成ryJし た. また関連研
究成果としてはマウスES細胞から悪性度の高いがんをつくることに初めて成功しPLoS O■c誌に掲載され、5月 15

日の朝日新聞で報道された。
原著論文数の実績としては、平成21年度実績に比して15%増 となる295件の発表を行った。特に英文論文数は

242件 と前年に比しても18件増加した。平成25年度に発表された成果の中で特筆すべき事項としてはまず、
Lancet誌 5月 号に掲載された国際共同研究成果があげられる..こ の研究では29ヶ 国30万人以上の女ヤLを 対象に妊
産婦死亡およびニアミスに関する調査が行われた。妊産婦死亡およびニアミスの頻度は口atcrnal scvcrit〕
index NSI)と いう指標と相関するが治療介人の程度には相関しないという結果が得られた。基礎研究の中でlj

Ce‖ 誌8月 号では東京大学を中心とした共InI研 究において、造血幹細胞のみらなず各血球に分化した前駆細胞に

も自己再生能力があることを証明した成果が特記さ4■る。必要とする血球成分のみの移植などの応用が期待さ
オ■る.AID J Hu口 Ccnctは 7月 号では次世代シーケンサーを用いて、先天′心奇形、低身長などを示すヌーナンJiF候

群の原因となる新しい病因遺伝子を

"1界

で初めて同定した成果を掲載した.臨床研究の成果としては、重症沐
熟児網膜症に対して早期01子体手術を行うことで8割以上の児で失明をlnl避 できたことを報告し、各紙で報道さ
れたことが特記される.,

英文・和文の原著綸文発表数

平成24年度 … 英文 224件、和文 62件

平成23年度   英文 2i3作、和文 6674‐

平成22年度 … 英文 205件、和文 66件

平成21年度 … 英文 194件,府:文 62件

-8-



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
2.具体的方針

(1)疾病に着日した研究

① 成青疾患の本感解明

科学技術のイ ノベーションを常に取 り入
れ、分子・細胞から個体に至るものまでを翻
究対象 lごすることにより、成育医療に係る疾
患のメカニズムを解明し、予防 。診断・治療
への応用の糸口となる研究を推進する.

② 威育疾患の実態把捏

我が国の成育疾患の罹患、転帰その他の状
況等の実態及びその推移の把握、疫学研究に
よるリスク・予防要因の究明等、成育疾患の
実態把握に資する,F究 を推進する。

2.具体的方針

(1)疾病に着日した研究

① 疾患の本態解明

成育疾患、特に先天性免疫不全症、先天代
謝異常症等の希少疾患について、最新の技術
による予防・診断・治療法の開発に向けた、
成育疾患の発症機序や病態の解明につながる
研究を推進する。

また、不妊・不育・胎児死亡の原因究明、
受精・着床メカニズムの解明に資する研究、
さらに発症メカニズム解明に関する研究を推
進する。

② 成育疾患の実態把握

我が国の成育疾患について、その原因、危
険因子などの探素に資するため、それらの疾
患の罹患,転帰等の実態を把握する疫学研究
を推進する。
具体的には、胎児期から長期にわたる児の

追跡調査を実施し、子」ヽの心身の発達や罹患
等に影響を与える要因の解明を目指す。また
基礎研究を組み合わせることにより、病態や
メカニズムを明らかにし、その予防法や治療
法の開発に努める。

2.具体的方針

(1)疾病に着日した研究

① 成育疾患の本態解明

次世代シーケンサーを用い性分化疾患、分類不能型
免疫不全症、先天奇形/E候群、小児自血病などに関す
る遺伝子の構造異常を解明するとともに、新規遺伝子
変異の発見同定に努める。さらに正常分娩集団の標準
ゲノムデータを取得解析し、公開する。

iPS細 胞より分化させた神経系細胞や免疫系細胞を
用いた実験系を使用し、成果を発表する,,また、末相
神経細胞の発生に関わる新規遺伝子について解析す
る。

lgE抗体などの有効なin vitro診 断法が存在しない
新生児消化管アレルギーの新たな診断方法の開発に着
手する。

② 成育疾患の実態把握

平成15年度～17年度に登録した成育コホート研究、
平成22年度～24年度に登録した母子コホート研究の追
跡調査研究を進めるとともに、ゲノム解析を続ける。
糖尿病合併妊娠および妊娠糖尿病の疾病登録制度を

開始し、本疾患の我が国における治療の現状を含めた
実態把握を行う。
極低出生体重児の疾病登録制度を進め、精神疾患罹

患を含めた長期予後の発症実態を把援し、予防や治療
法の端緒を示す。

(1)疾病に着日した研究
① 成育疾患の本態解明

ヮ翌;習「侃お:黒網馨師芯こτ楚奨耀息暮E両阜T2翠;さザ」プメぜ饗撃υ覧調覆貿]紹 ネット

② 成育疾患の実態把握

罐蒻趙勒陶鰹吻珈爺鰊
hi鮮聯難勒蠍鉤翻鐙靱
目喜慮|:芳交〕盪懲ξ運珈

究であるエコチル調査事業にメディカルサポート
キ

ンターとして関与し、

具体的方針
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進
「新成長戦略 (基本方針)(平成21年 12月

30日 閣議決定)」 においては、ライフ・イノ
ベーションによる健康大国戦略として、革新
的な医薬品、医療・介護技術の研究開発・実
用化の促進が求められている。
この趣旨を踏まえ、成育疾患に関する研究成

果等を安全かつ速やかに臨床現場へ応用する

ために、医薬品及び医療機器の治験 (適応拡

大を含む〉、特に高度に専門的な知識や経験
が要求される等実施に困難を伴う治験・臨床
研究の実現を目指した研究を推進する。

また、海外では有効性と安全性が検証され

ているが、国内では未承認の医薬品、医療機

器について、治験等臨床研究を推進する。

これらにより平成2:年度に比し、中期目標

忙響宴豊誓五[森霙響蕎雪「警I像著譲最貪
造販売後臨床試験も含む。)の実施件数の合

u・l数の5%以上の増加を図ること。

(2)均てん化に着目した研究

① 医療の均てん化手法の開発の推進

関係学会等との連携を図り,臨床評価指標
の開発並びに診断・治療ガイ ドライン等の作

成
鷺 翻 甚毬 翻 観 脇 醜 術猜

つ人材育成を図るため、系統だった教育・研

修方法の開発を推進する。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

成育医療にかかる研究の成果を新しい診
断・治療技術の開発につなげるための研究を

推進する。すなわち、成青疾患に係る網羅的
遺伝子構造・発現解析や綱羅的蛋自質解析に

より、創薬標的候補分子の探索を行う.

成育疾患に対する医薬品等については、治

験、適応拡大ならびに外国では有効性と安全

性が検証されているが国内では未承認の医薬

品等について治験をはじめとする臨床研究を

推進する。
このため、中期目標の期間中に平成21年度

に比し、臨床研究実施件数 (倫理委員会にて

承認された研究をいう。)及び治験 (製造販

売後臨床試験も含む。)の実施件数の合計数
の5%以 上の増加を図る。

均てん化に着日した研究

医療の均てん化手法の開発の推進

成育医療に関する医療の質を評価する信頼

性・妥当性のある指標の開発を行う。

診断・治療ガイ ドラインの作成及び地域の藤

療機関において広く使用されるための方法

“
の確立等に必要な研究を推進し、先進医療・

高度医療について中期目標の期間中に3件申課

を目指す。
次世代の成育医療を担う高度かつ専門的な

技術を持つ人材の育成を図るため 、人材育″

教育ツールの開発を含め、系統だつた教育・

研修システムの開発を推進する。

”

①

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

引き続き成育疾患に係る綱羅的遺伝子構造・発現解

析や綱羅的蛋自質解析により、創薬標的候補分子の探

索に取り組む。難病患者より樹立したIP蜘胞をバイ
オバンク事業の一環として企業へ提供可能な状態にま

で整備を進める.

平成24年度までに樹立した7株のヒトES細胞の医薬

品としての使用II能性について検討を行うとともに,

臨床研究に応用するためのヒト幹細胞新指針に基づい

てヒトES細胞を作成し、医薬品としての適合性につい

て調査を開始する。
また、平成25年度は、臨末研究実施件数 (倫 理委員

会にて承認された研究をいう。)及び治験 (製造販売
後臨床試験も含む。)実施件数の合計数において150

件以上を目指す。

(2)均てん化に着日した研究

① 医凛の均てん化手法の開発の推進

成育医療の均てん化に必要な診断・治療のガイ ドラ

インについて、作成・製本化が完了した周産期診療部

門のガイドラインに引き続き、小児診療部門について

も実用性の高いガイ ドラインの作成に着手する。

また、人材育成ツールの開発に資するシステムツー

ルの人材育成ツール、教育・研修システムの開発に着

手する。医療安全および感染対策の向上のために、c

ラーニングによる理解度向上を目指す。

未熟児網膜症の早期硝子体手術を新規に開発し、重症例を含めて高率の治療成績を得た。疾患iPS細 胞の解|

析によって、爆治性疾患の病態を明らかにした。            `              |

O 医薬品及び医療機器の開発の推進

臨床研究の倫理に関する研修会を定期的に開催することにより、医師・研究者が積極的に倫理審査委員会
に中請を行い、臨床研究を実施している..平成25年度の臨床研究実施件数199件 (倫理委員会承認件欺173

タト、治験審査委員会承認件致26件)で、平成24年度 (158件)に比し、41件 (259%)の 増加となった..

臨床研究実施件数及び治験実施件数

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 対平成21年度増減

76件 129件 152件 158件 冊
躙

均てん化に着日した研究

医療の均てん化手法の開発の推進

〕l「景li[[li:li:][まうii;1:]ti[:17景 [i:||を;i〔〔:嚇l:[ilる診療戦略」がある_
瓶[ili:言[:鱗ilttL[:身をfiイま言:llillttLi:百1i滝[絶l材

「1lrll
療安全ポケットマニュアル」第2版 の改定を行った。

は

①
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
② 情報発信手法の開発

成育医療に関する正しい理解を促進し、地
者・家族に対する支援の質を向上させるた
め、医療従事者及び患者 。国民への啓発手湛
の研究 を推進す る。

② 情報発信手法の開発

成青医療に対する正しい理解を促進し、建
者・家族に対する支援の質を向上させるた
め、広く国内外の知見を収集評価し、ホーム
ページ等を通じて、国民向け。医療機関向け
に最新の診断・治療情報等の提供を行うため
の研究を実施する。

ア 患者・家族・国民を対象とした成育疾患
及び成青医療の情報発信のための研究の推進

患者・家族・国民の成育疾患及び成育医
療に対する理解を支援するために、必要な
情報やその発信方法について、研究すると
ともに実践する。

イ 科学的根塾に基づく政策提言の実施に資
する研究の推進

科学的根拠に基づく政策提言の在り方、
手法について検討する。
さらに、成育医療の適正化のための医療経
済学的研究推進により、不採算部門となっ
ている小児・産科医療費の適正化に資する
政策提言について検討する。

② 情報発信手法の開発

ア 患者・宗族・国民を対象とした成育去
患及び成育医療の情報発信のための研究
の推進

ホームベージ、パンフレット等を通じた各部署が
行なう一般向けの情報発信について、広報戦略部FF

に専任者を配置してコンテンツの充実にIFRり 組む。
バンフレットの刷新と英語版ホームベージの企画立
案を行う。

ィ 科学的根拠に基づく政策提言の実施に
資する研究の推進

成育医療を医療経済的観点から現状を調査・分析
し、不採算部門である小児・周産期医療の適正化に
資する政策提言を行っていく。

② 情報発信手法の開発

ア 患者・家族・国民を対象とした成育疾患及び成育医療の情報発信のための研究の推進

広報戦略部門に専l■者を配置し、従来より詳しいWcbサ ィ ト全体のアクセス解析をおこなった.こ れを
とに英語版も含めたTebサイト刷新のための骨子を完成、次年度に具体的な刷新が行える準備を整えた。
当センターの各部門の取組みを総合的に紹介するパンフレット (日 本語、英語併記版)を作成した..

メールマガジンは25年度に5本配信し、配信先は491(11年 比‖増)、 すこやかジャーナルは5本配信、
信先は1862(前 年比3増)であった。

配

イ 科学的根拠に基づく政策提言の実施に資する研究の推進

:::::[][|[]:lil飩驚‡l為[言‖[[][l:[18』:‡;〔:[i『llli

話侵単議感E場乱都諮喘摺紺黎窺ぜ鰤な医期間として備えるべ訃制について

星信i晏婁[撃 :スタ[:旱妥タユ季:trillilillil:を il「
卜先5身準高、

ド
品品I:妥羊馨:骨気月書

早省[暑ittEf曇瀑分懲こ蓋雰言蒼:書ili昴脅響:f[1ドI菫層罵[:2静碁富僧::[羹

'骨

成に貢献した。

査諭蹄 群」所紹猪硼翻賞電議為競輪r現報程8りぅ争i耳テイ

“

ソ
リーニ ングで対象 とな る16疾患 に対す る外 部精度管理 システムを確 立 した。

「
趾:ざ濶儡醐翻Ю舞判肇
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

ウ
推進

成育医療に係る各種相談事業などの展開|

蓋lfi〔」III〔言1ll[::][|
ケーションの確立について検討する。

ウ 成育医療に係る各種相談事業などの晨

開推進

ホームベージを介しての情報提供を引き続き推進

する.特に妊娠と薬情報センターでは全国における

拠点病院を22カ 所から25カ 所に増やし、拠点病院担

当者対象の研修会の実施や電話による相談件数の増

加により相談業務の質と量の両面からさらに拡充を

図る。
女性総合外来を中心に不妊・不育症や合併症妊娠

など、母性医療に関する外来相談を推iLする。

ウ

.報解晶lξまぜリツ挫写尋黛芳l織蹴膝押顆 箱協1僣観を目的とし軸育 |
ステートメント検討委員会を開催した。ACE阻書薬と』Bによる胎児毒性の評価について検討した。

・平成25年 10月 には開設8周年を記念し、一般医師・薬剤師を対象としたフォーラムを開催.372名
の参加を得た。国内外の専門家に講師をお願いし、当該領域の啓発に務めた。

・妊娠と薬情報センターホームベージにおいて、授乳中の薬剤使用の考え方ならびに「投乳中に使
用でしても問題ないとされる薬剤Jと 「授乳中には使用できない薬剤Jを公開している。また .

1月 には冷凍食品へのマラチオン混人事件に際し、日本産婦人科学会周産期委員会の要請を受けて、
マラチオンの胎児への影響に関する情報を公開するととt)に、近隣の産婦人科医からの問い合わ

せに拠点病院で対応できるような体制を整備した。

2 女性総合外来
女性総合外来において専属看護師が電話の円い合わせを受けたのは138件で、そのうち受診となった65件

に対し、不妊・不育、合併症妊娠などの母性医療に関する情報提供を行った。また、プレコンセプショナ

ルケアのひとつとして平成24年度から開始した「安心して産めるカラダにJ検診を推進した (35件 )。

3 Yri費 者庁「子どもを事故から守る」プロジェクトヘの協力
消費者庁が主催する医療機関ネットワーク事業「子どもを事故から守る lプロジェクトJに参加し、

「こどもの傷書予防のための調査票Jを消費者庁と国民
`L活

センターに、当院救急センターを受診した小

児の外傷症例のうち、予防可能と考えられた事故データ4,129クトの情報を提供した。この件数は、全国から

収集さ1■ る件数の約6割を占めており、このプロジェクトに大きく貢献している。

4 中央病理診断
病理診断科では、先進的な高度医療を行う大学病院・特定機能病院などからの病理診断コンサルテー

ションを受け付けている。平成25年度は、小児がんを含む、稀少な小児周産期疾患127例 の病理診断、22例

の遺伝子解析を行った。

5 小児がん相談窓,1

患者相談窓日に「小児がん相談窓口Jの表示をして、来院患者からの相談を受け付けるとともに、小児
がんの人院患者の全員にソーシャルワーカーが面談して容易に相談できる体制を定着させた。

6 難病へのビアサポー ト
週4回、外来開設時間に合わせて、「難病のこども支援 全国ネットワークJの全面的な協力によリピア

サポーターによる相談窓口を開設している。ビアサポーターは、全員難病の子どもを家族にもち、ビアサ

ポーターの養成講座にて研修を修了した人々により構成さオ■ており、医療者以外の立場からさまざまな相

談に乗っている。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目3■

鴫?)週警機跳吉鼻種督踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

自己評定   I     S     I
(総合的な評定)

国立成育医療研究センターの最重点研究課題は再生医療の確立である。平成22年
度以来、移植時の障害となるヒト以外の異種動物成分を使用しない培養条件を用い
てヒトES細胞7株を樹立している。将来的にES細胞加工品を用いた移植治療、最初
の応用としては、高アンモニア血症を生じる先天性代謝異常症の患者の中で肝移植
が困難な症例に対して、ヒトES由来肝細胞を経門脈的に移植することを目指してい
るが、それを目的として医薬品医療機器総合機構,国立医薬品食品衛生研究所との
共同で革新的医薬品 。医療機器・再生医療製品実用化促進事業「ES細胞を加工した

驚雰滉笠IS響場危[暑 k慧 :軍秀曇葉P歪皇ま覇通Z蕉:霞懲襲∴蒼靡性写蒼響在
に成功した。

_ 評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)[数値目標]

中期日標の期間中に平成21年 度に比し、英文・和文の原著論文発表数を
5%以上増加
(平成2!年度 256本 )

市斯醜 あ妍耐 1こ 平鹿 1年度に■τ
=~蘇

研究実施存∬ ス綸厘類 会
にて承認された研究をいう。)及び治験 (製 造販売後臨床試験も含
む。)の実施件数の合計数の5%以上の増加 (平成21年度 76件 )

平成21年 度実績に比して 15%増 となる295件 の発表を行った。特に英文論文数は
242件 と前年に比しても18件増加した。

平臨 3年

“

め面栗酢究実施件致rg彿子
―
ζ倫理萎「ヨl層ぎ殉民諏件政17」イ11‐ 語頭 て製造破

売後臨床試験も含む)実施件数は26件 で、平成21年 度 (76件 )に 比し、123件
(1618%)の 増加となった。

死進憾療1橋責薗薦こL‐ でのll・ I語は
~25革

′月落腋獅的玩不獅 葉洒螺 法
~(鴨

児頻脈性不整脈)、 25年 2月 EBウイルス感染/1迅速診断 (リ アルタイムPCR法 )が
承認された。

[評価の現点」
'研究 。開発をjIE進 するため、企業、大学、学会等との連携を図っている
か 。

実績 :○

・遺伝子治療やヒトES細胞を用いた臨床研究、治験の推進を目的として医薬品医療
機器総合機構などの機関との連携事業を実施している。連携大学院としては、東
京大学、東京医科歯科大学、早稲田大学、東京農業大学、二重大学と協定を締結
し、大学院生を引き受けている。

当該研究センターの研究者がコレスボンディング・オーサーである論文
の被引用総数がどのように推移しているか。

実績 :○

・2013年 の成育で発行された論文全体の被引用数は3961で あり、2012年 の3274と 比
較して687増加した (年 5々00前後ずつ増加)。 独法化後に最も被引用数が多い論
文は2012年 12月 にLancet誌 に掲載された病的状態.障害、早死により失われた年
数を意味した疾病負荷を総合的に示す世界的なDisability´ Adjusted Lirc Yeal
を示した国際共同論文であった (2014年 4月 までに252回).成育の研究者がコレ
スポンディング・オーサーである論文の中で独法化以降最も被引用数が多い論文
は2010年 12月 にProC Natl Acad Sci USA誌 に発表さ1■た喘息発症に最も強く関係
する遺伝子として注目されているインターロイキン33の機能の全容を示した論文
であった (2014年 4月 までに107回 )。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

・成育疾患、特に希少疾患である先天性内分泌疾患や先天性代謝異常に対して、新

型シーケンサーを用いて研究を実施した。平成25年度に新型シーケンサーを用い

てエ クソーム (全遺伝子 部分)を解 析 した試料 は約 600例 で ,当 セ ンター に新

シーケンサーを設置した20H年 ‖月からの通算では合計約 1.300例 を解析した。

平成25年度は、性腺刺激ホルモン欠乏症でFGF8遺伝子に新たなフレームシフト
`異を同定し (Suzuki■ .el a1 lorD Res Paediatr 2014)、 遺伝性女性化乳房

症 (ア ロマターゼ過剰症)の病因遺伝子CYP19Aの 構造変異による発現異常の同定

(Fukani■ ,et al 'Clin Endocrinol Vctab 2013)、 原因不明先天性皮

角化症の新規病因遺伝子SERPINB7の 同定 (Kubo■ ,ct al Am J Hu口 Ccncl

2013)に成功し、その成果を発表した。さらに、性分化疾患を招く新規FGF8変 J
の同定 Suzuki E ct al Hor口 Rcs Pcdiatr)、  Floating― Harbor症 候
スペクトラムの解明 Oagasaki K ot al AIB I MCd Ccnel■ )な どの成果を

げた,.

輌lb~……………………………‐

・不妊・不育・胎児死亡の原因究明、受精・着床メカニズムの解明に向けて遺伝
=

改変マウスを用いた解析を実施した。子宮内腔に殺締子因子が存在し、精液に[t

殺精子因子から精子を守る役割があることがわかり2014年 に発表した (Karano.

ごt al PrOc Nati Acad Sci USl)。 また、着床に最適な興境を作るために

な子宮内膜の同期的な再生に分泌小胞エキソソームを介した血管新生因子VECFの

分泌が関わつていることがわかり2014年 に発表した (Karano,et al Scicntific

・成育疾患の実態把握のため、「成育コホート研究Jを実施している。

Reporis)。 さらに不妊・不育・胎児死亡の原因究明,受精・着床メカニズムの

解明に向けて、ヒトの胎児及び胎盤の発生分化に重要な役割を担うインプリン

テイング遺伝子の詳細な解析を行った。ヒトで片親性発現をしているLong nom
coding ⅢAの CIPRIASを 独自に同定し、続けてモデル生物のオルソログ遺伝子

Zdb121incを 同定し、ヒトでは解析できない初期発生における機能制御の詳細を

Fル■_蜘!…1_1_rJ_11_IP:電り∫liti_20■ ■1■1り 2_■ _……………
:○

麟駈薦[β撃鮮麟 凄f庁豊還俺錠mt麟 雅菟

轟 Ъ

`“

1-―

一 一 ― 一 一 ― 一 一 ― ―

一

・ 慢性肉芽腫症に対する造血幹細胞を標的とした遺伝子治療臨床研究は平成24有

6月 14日厚生労働大臣 (厚生労働省発科0614第 3号)により承認さオ1た。ただ、

その後、厚生科学審議会科学技術部会 (平成24年 10月 18:1開催)に疑義照会 ,

諮るなど、その実施確認に時間を要したが最終的には了承され、l年 をかけ全「

に向けて被検者を募集し (UllIN8235)、 最終的に現在も治療も抵抗性を示す活動

性感染症を有する1名 の慢性肉芽臓症忠者が被験者として適当と判断した。そし

て、平成26年 3月 28日 に開催された当センターの遺伝子治療臨床研究週応・評価

判定委員会において本遺伝子治療の実施が承認され,次年度早々の実施を予定し

ている。
遺伝子治療に関わる研究助成金として革新的医薬品・医療機器・再生医療製

`実用化促進事業「遺伝性難病に対する遺伝子治療薬の臨床開発に向けた安全性、

基懲排舞里峯警音際翼高退晨1羞与ぞ1、企単雰重鵜[錯事管信覆撃言盗造黛
|

験の実施も計画している。

1‐O…
………………………………………………………………………

・勇馨菖尼事】LIでた:」賢百塁柔屏発モた11た場泉Iキ五r4允澄惨1
レルギーの発症に先行)を もとに、仮説をたて介人試験を開始している (例 :新

生児スキンケアによるアトビー性皮膚炎予防のための介入試験を平成22年度より

開始)。 平成25年度に中間解析で有意差が得られ、現在、データを解析してい

・
劣

'事

実写
=分

`骸

響帝畠話こt轟喬こ螢誓猛嘉「出発極晶凩」女驚易fF
療研究グループとの連携を継続した.

・
饉房喬勇iこ宮|,1省螢暑疑:お勇准fittC籍 1[栃」

'名

孟ζ患承署i美覆
推進 して いるか。

電不r:沐育丁鷹児死ごめ掠薗究颯
‐
受肩 1堵栞効 三ズIめ孫萌だ

る研究、発症メカニズム解明に関する研究を推進しているか。

指しているか。
Tttξ∬鋤轟 嚇    覇癬 暫

:蔵育厠顧こガデる厩″あ語積薔たついで、
‐
看効[と要全薔こ検証晨

‐

準的治療法の確立を推進しているか。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

・小児期に特有の感染症や臓器移植後の免疫不全状態等に関する新
断法の開発を推進しているか。

・生体試料や臨床情報を収集し、成育医療に関する研究開発への有効活用
を図っているか。

:蔵育面晨1こが5略研究あ繊栞をれ 1ヽ該蕩「「薔療節 あ開発1こ づ潤
ための研究を推進しているか。

実績 :○

・移植後のEBウイルス (EBV)関連リンパ増殖性疾患を予防するために、末梢
DNAの定量とフローサイトメトリーによるT細胞機能の簡易解析を定期的に行い、
その結果にもとづき免疫抑制剤の用量を通切に調節するためのアルゴリズムを作
成した (lmadoDle et al,Pediatr Transplanl)。 このアルゴリズムにもとづき
H25年 度は33名の移植患者のEBV感 染管理を行った。H17年 度から現在に至るまで
の282症例についてはまったくEBV関連リンパ増殖性疾患の発症を見ていない。平
成 25年度か らは先進 医療 と してEBV DNA定 量 を行 つて いる。 また、 血液 中に存在
する可能性のある複数のウイルスを同時に検出可能なマルチプレックスPCR検査
を導入し、診断支援を行っている。 iPSrtw胞 から神経系細胞を分化させ、先天性
ヒトサイ トメガロウイルス (HttD感染症における神経障害のモデルシステムを
作成した。このシステムを用いた実験で、HCWがミトコンドリア障害と
トレスを介して神経幹細胞にアポトーシスを誘導することを示した (Nak
et al,Herpesvilldac)。 また、機能が不明であったHttV遺伝子がコー ドす
種類の蛋白質を初めて同定し、それらが異なる開始コドンから翻訳されて生じ、
ゴルジ体周辺に局在することを示した (Lial ct al,Virus Res)。

・バイオマーカーによる難治性川崎病の早期診断システムを確立することを目標と
して成育医療研究センター病院の総合診療科との共同研究を継続し、これまでに
通常治療に反応しない川崎病症例に対するサイクロスポリン療法によって変動す
る、血漿サイ トカイン群を同定している (CytOkine 2012)ま た、発症晩期に冠
動脈病変を発症する症例では、発熱以外の臨床症状が持続する事を見いだした
(Pediatr Rheunato1 0■ line J 2013:H:28)。 また、川崎病の病因解明に役

立つようなマイクロバイオーム情報を得ることを目的として、川崎病患者の剖検
肺組織 (FFPE)か らⅢAを 仙出してcDNAライプラリーを作成し、次世代シークエ
ンサーを用いた川崎病のメタゲノム解析を行った (対 熙患者2名 )。

・IgE非依存性の食物誘発性消化管アレルギー (新生児乳児消化管アレルギー)は、
2000年以降、我国で報告数が急増しており、その10%は 重大な合併症を起こすこ
とから、疾患概念の構築が急務である。当センターにて、これまでに160

者の診断治療を行い、J Allergy Clin IIIIIIunol(IF=12)掲 載2論 文 (20‖ ,

2013)な どに発表してきたが、平成25年度において厚生労働省難治性疾患研究班
を組織し、全国の患者オンライン登録システムや診断治療指針を公開した (こ

診断治療指針は、検索エンジンで内科、外科を通じてすべて
一位にある)。

実績1‐O…
………………………………………………………………………

・成育疾患に対する、最新の知見に基づく医療の実践については、2(1)② (21
ベージ)に列挙したように、パクロフェン髄腔内投与療法、磁気刺激を用いたジ
ス トニア治療薬の選択、結節性硬化症 (脳腫瘍、腎腫瘍)に対するアフィニトー
ルによる治療、重症乳児ミオクローヌスてんかんに対するスティリベントールに
よる治療、小児劇症型心筋炎に対する体外補助循環 tEC卜 Ю)に よる治療、超低出生
体重児・極低体重児の動脈管開存開鎖術 ,大動脈縮窄症手術、小腸疾患が疑わオ■
る小児患者に対する開通性確認のためのパテンシーカプセルとその後のカプセル
内視鏡検査、炎症性腸疾患の子どもに対する認知行Fll療 法、難治性ネフローゼ症
候群と難治性ANCA関 連血管炎に対するリツキシマブ療法の臨床治験、 難治性膠
原病に対するミコフェノール酸モフェチル投与の臨床研究、Sangor法 を応用した
遺伝子診断技術やアレイCGHg析 による稀少な先天性奇形症候群の診断、など、
数多くの最新の医療に取り組んだ。さらに、それらの実践を通して、有効性を明
らかにした (個々の治療については21ペ ージ参照)。 一部の治療は臨床研究とし
て行い、薬事承認に結びつくような努力をした。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

実績 :○

・ 欧州で大動脈縮窄rulに 対してCEマークが取得され、現在米国で本適応に対し

治験実施中のCPス テントについて、我が国での肺勁脈狭窄に対する医師主
の企画・ 立案及び調整業務を昭和大学横浜北部病院富IB英教授を支援して

し、またこの治験の実施施設として参加準備をしている。当施設におけ

査委員会では平成25年 2月 に承認され、平成26年4月 に治験届提出予定である。

小児治験ネットワーク中央事務局を介して、今年度は7治験を受託した。これ

らのほとんどが、海外ですでに承認されている医薬品である。
厚生労働省の「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議Jで臨床

の必要性を評価された医薬品のうち、ムコ多糖症治療薬、自開症障害の易刺激性
の治療薬等についての企業治験を実施した。

・小児集中治療領域では、予測死亡を計算するPaediatric lndcx of Ⅲorlalit

PImと いう式が開発されているが、このもっとも新しいパージョ:

された。これが日本の小児集中治療の現状に即しているかを評価をおこなった。

彙頑1マう
…………………………………………………………………………

・成育医療の均てん化に必要な診療・治療のガイドラインについて、学会と協力し

当センターが中心的な役割を果たしつつ、小児診療部門において実用性の高いガ

イ ドラインを複数作成した。実例としては、「血友病の上血ガイ ドライン」、
「性分化疾患対応の手引き」、「溶血性尿毒症症候群の診断・治療ガイ ドライ
ンJ、 「小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイ ドライン20:3」 、「小児インフ
エンザ重症呼吸不全に対する診療戦略」力

'あ
る。

・成育疾患に対する医薬品等については,治験、適応拡大ならびに外国
は有効性と安全性が検証されているが国内では未承認の医薬品等につし

て治験をはじめとする臨床研究を推iLし ているか。

:減百薗晨1こ 関デる藤療あ墳を評耐 る信潤旺
‐
「

yttIぁなる
を行っているか。

1診断1略瞭ガイ
~ド

ライカ 葎証反

`■
覇あヒ蓑爾 こおらそ伝て覆術

れるための方法論の確立等に必要な研究を推進しているか。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

・成育医療を担う高度かつ専円的な技術を持つ人材の育成を図るため、
材育成教育ツールの開発を含め、系統だった教育・研修システムの開
を推進しているか。

。新生児や小児の急変や蘇生事象に対応できるようにNCPRや PALSと いった教育プロ
グラムにのっとった研修を院内で積極的に行つた。また、全職員を対象に
習も行つた。

・教育プログラムとして、problem― based lcarningの 方法を徹底して取り入れた。
これは、通常の小児医療のレジデント教育のみならず、臨床病理検討会などに1

いても応用された.,

・シミュレーショレ教育を医師・看護師の教育に積極的にIxり 入れている。特に、
小児期医療、救急医療、集中治療においては、レジデント・フェローを対象に
期的にシミュレーションを行い、臨床で起こりうる事象に対応できるように教
を行った。

1‐O…
………………………………………………………………………

・広報戦略部門に専任者を配置し、従来より詳しいTebサ ィ ト全体のアクセス
をおこなっている。

・その結果、スマートフォンによるWebサ イト閲覧の割合が高いことなど
得られ、Tebサ イト訪問者がどのような内容に興味を持っているかを明得られ、Webサ イ ト訪問者がどのような内容に興味を持っているかを明らかにす
ることができた。今後はこの結果を基に、提供情報の見直しを図つて行く予定で
ある。しかしアクセス数が少ない内容でも、センターの役割として情報の提
務があるものについては継続していく必要があると考えられた。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

2 医療の提供に関する事項

我が国における成育医療の中核的な医療機関
として、「子ども・子育てビジョン (平成22年 1

月29日 閣議決定)」 に定める「妊娠、出産、子
育ての希望が実現できる社会」の構築を目指
し、

2.医療の提供に関する事項

成育医療においては、人が受精・妊娠に始
まって、胎児、新生児、乳児、幼児、学童、思

春期、成人に成長・発達し、次の世代をはぐくむ
に至るまでの過程を、総合的かつ継続的に診る

医療が要求される。
センターは、高度先駆的な医療の提供、モデ

ル医療の実践及び標準的医療の確立等によっ
て、我が国における成育医療の標準化・均てん
化を推iLする。

また、医療の提供にあたっては、小児等の忠
者及びその家族の視点に立った、良質かつ安全
な医療の提供に努める。

2.医療の提供に関する事項

我が国の成育医療の中核として高度先駆的医療を推
進するとともに、小児医療・周産期医療の科学的根拠
に基づいた均てん化、標準化に努める。

また、医療の提供にあたっては、小児等の患者及び

その家族の視点に立った、良質かつ安全な医療の提供
に努める。

2 医療の提供に関する事項

難治性疾患患者に対する遺伝子レベルの診断や、肝臓移植・酵素補充療法などの高度先駆的な医療を提供す
るとともに、小児医療、産科医療における標準的な診断・治療法の確立と均てん化を目指した医療を提,tし

た。具体的成果については、下記個別事項に記載する。            ・

なお、平成25年度に新たに開始した事業として、小児がんに対するチーム診療を推進するために関連各科を
まとめて「小児がんセンターJを発足させた..

国から小児がん拠点病院として指定された (さ らに全国 15の小児がん拠点病院の中央機5Qに も指定され
た。)こ とと、退院後も高度な医療をrL宅で継続する患者の増加に対応するために在宅診療科および在宅医療
支援室を設置した。
平成25年度は、国から小児等在宅医療連携拠点事業の評価を委託さ11、 lnJ事 業の進捗管理を行うとともにjrk

組み状況等をll告 書としてとりまとめた。

- 18 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

国内外の知見を集約し、高度先駆的医療の提供
を行うこと。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療C
提供
① 高度先駆的な医療の提供

成育疾患 に対す る高度先駆 的な医療 を、

"院 と研 究所 が 一体 とな って提供 し、成 育医房
分野にお ける 日本の中核機能 を担 う。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療
の提供

① 高度先駆的な医療の提供
病院・研究所が協力し、生体肝移植・小llD移 植およ

び脳死肝移植・脳死分割肝移植・小腸移植や肝細胞移
植、胎児治療等の成育疾患における高度先駆的な医療
を提供する。

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供
(小児の晴器移植医療)

1雖軋           了獅繋[[il[[[i‖][

(胎児治療 )

が  儡咆陽
(母性医療)

::ii[:[]lli[][:i::|[:li][:lll:[[:illi:li:[l:::::
(川 崎病難治症例に対する治療)

]:[:::〔::〔:〔::[li[::[:吉 ][[|[|:i:::[:::ilili雪 |うli

lllll[[:iil[i:li[|[:][な ]ll::「i‖::IZ[::]i:[li:[il

(極低出生体重児に対する心臓血管外科治療)

(免疫不全症に対する治療)

窮翌ツ翌営υ峻訂几魂賜義爵静せ釜勝
ル還二重ギ李瞥兵ソ彎b;熱、馬ζうふ「まど契鷲摯ず

す
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

(ラ イソゾーム病に対する酵素補充療法)

当センターでは、現在国内で酵素製剤が承認さオ■ているライソゾーム病6疾患 (ゴーシェ病、ファプリ病、

ビ多谷晟縦 糧
I&品

珊 誦 朧 融 聯 漑 鳥織 :ヽ 為
25年度は、毎週1520名程度の酔素補充療法を実施し、年間30-40名 程度のライソゾーム病の新規診断や定期
フォローアップを行っており、ライソゾーム病の診療・研究において我が国の中心的存在となっている。

(ラ イソゾーム病の迅速診断)

酵素補充療法の効果を最大限に引き:Lすためには、早期診断による11期治療が必要である。これを実現す
るために、ポンペ病、ムコ多糖症、ファプリー病、ニーマンピック病C型や副腎白質ジストロフィーなどの治
療が可能なライソゾーム病等を対象とした乾燥ろ紙血液検体を用いた迅速診断法を開発している。このうち
ボンペ病は、当センターで出生した新生児を対象とした新′L児マススクリーニングを開始し、平成25年度に
は当センターで出生した新生児の約75%がスクリーニング検査を受けている。他の疾患についても次年度以
降に実施する予定である。

(痙性麻痺、神経難病に対する治療)

脳性麻痺など種々の原因に起因する痙性麻痺は、患児のQOLを 著しく低下させ、介護者の負担を増やす重篤
な病態である。埋め込み型ボンプを用いたパクロフェン髄腔内投与療法は、痙性麻痺に対する画期的な治療
法であるが、神経外科的な技術に加えて、麻酔/集中治療管理の難しさ、リハビリの必要性から実施可能な施
設は少ない。平成25年度は、重度痙性四肢麻痺患者9例 に施行した。磁気刺激を用いた大脳半球問抑制の解
析からジストニア治療薬の選択 (CZP,パ クロフェン)をするという医療をi5例で、アフィニ トールによる結
節性硬化症 (脳腫瘍、腎腫瘍)治療を2例、スティリベントールによる重症乳児ミオクローヌスてんかんの

治療を2例で行った。

(炎症性腸疾患に対する診療)

炎症性腸疾患をはじめ、小腸病変の存在が疑わオ■る小児患者に対するカプセル内視鏡検査を積極的に行っ
ている。過去3年間で58件、特に、この1年間で32件で施行した。カプセル内視鏡は従来の内視鏡に比べて低
侵襲で、小児患者に適している。また、カプセル実施にあたって腸管の開通性を評価するためのパテンシー

カプセルや、哺下不可の若年患者におけるカプセルデリパリーのためのア ドバンスも積極的に導人し、小児
患者ぺD適応拡大につながる知見を得た。
幼児を含む難治性の小児炎症rL腸疾患患者に対する生物学的製剤 (イ ンフリキシマブ、アダリムマプ)の

導入も積極的に行い、現在、1歳児を含む20名以上の息者に定期投与を続けている。小児への適応拡大にむけ
て、治験への協力も行っている。

(難治性腎疾患に対する治療)

難治性ネフローゼFF‐ 候群に対するリツキシマプ療法の臨床試験を45例で施行し、良夕Fな結果を得ている。

(先天性奇形症候群の遺伝子解析)

従来の染色体検査、Sangcr法 に併せて、アレイCGH法.lLPA法 、次lL代シーケンサー等の最新の遺伝子解析

技術を用いて、原因不明の先天奇形症候群に加えて遺伝性疾患の原因検索を計i38例 の解析を行った。また、

i■伝学的検査の実施前後に、臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリングを実施し、確定診断後は疾患の自然
歴、合併症、次子再発率などの適切な遺伝情報の提供を行った.

平成25年度、特筆すべきこととして、ヒト既知疾患原因遺伝子約5000欄 を同時に解析する遺伝子診断系を

構築し、結果解析するためのソフトウェア環境を整備した。これらには、代表的な成育疾患の原因遺伝子は
すべて含まれていることから、単に先天奇形症候群の遺伝子解析に止まらず、成育疾患全般の診療に有用な

解析系となった
`

(先天性難聴・爆治性気道狭窄に対する治療診断)

現在、睛帯による先天性サイトメガロウイルス検査、既知の難聴遺伝子検索を行っている.先天性風疹症

候群などに伴う難聰の対応について、マニュアル作成に協力した1全国から受診された小児難治性気道狭窄
症例10例 に対して、個々に通した治療法の開発、提供を行った。

(乳児の頭蓋形態の異常に対する診療)

「赤ちゃんの頭の形外来」を開始し、これまで受診した385例のうち177例 (う ち平成25年度分はそれぞれ
155例 、62例)に対して、米国のFDAに準拠した頭蓋形状誘導ヘルメットによる治療を行った。この医療の提

供は、乳児頭蓋の形態異常の診断と早期介入を目指すものであり、また同時に頭蓋縫合早期癒合症のスク
リーニング法の開発にも資すると期待している。また全国的な普及を目的に、日本形成外科学会等に於ける

ワークショップの開催、導入予定施設からの見学の受け入れを開始している。

- 20 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
また、成育医療の標準化をllt進するため、局

新の科学的根拠に基づいた医療の提供を行うこ
と。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科
学的根拠に基づいた医療の提供

成育疾患について、最新の知見に基づくロ
療の実践を通じてその有効性及び安全性の」
証を行うとともに普及に努める。

② 医療の標準化を推進するための、最新の
科学的根拠に基づいた医療の提供

成育疾患について、最新の知見に基づく医療を推泄
するとともに、有効性、安全性を考慮しつつ普及にタ
める。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

(小児難聴の診療)

]li:』ξ攣燿糧椰羅ilT之警霊f≫諄
(救急医療)

5::鱗翔剰隕褥脚磁噛稀鰊孵簑
(搬送医療)

:][[liill]:ili!]盪                           []:i:

(重度稀少小児神経疾患に対する治療)

i[il:i:[il[liilililil:|:;i[:][ょ I:,;::IIII:[i[i[t

(川 崎病 の診療 )

,li[il[[:]ζ:::i;黎:]:i[li[を
:i:[i:[li;I[:i言 1曹

(慢性疾患児のうつの早期発見と介人)

:|[:域 i:肯:i[]:[ill〔
lli::[[!さ iよ::i:];,:[li::iを i子

(ト ラウマを受けた子どもと家族への心のケア)

gil::「
littJ[射        i:!鰭〕褐凛鱗悩群聾弓;うr;3

(劇症型心筋炎 に対す る治療 )

il[l[i:1菫lttlililllill::lii[i]||:[[:i[[[:i::!:[[
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

(「 女性総合外来」と「安心して産めるからだ健診」)

母性診療の一環として、我が国における母性医療の標準化を推進するため f女ヤL総合外来Jを設置してい
る.女性総合外来において専属看護師が電話の問い合わせを受けたのは138件 で、そのうち受診となった65件
に対し、不妊・不育、合併症妊娠などの母性医療に関する情報提供を行った。また、プレコンセプショナル
ケアのひとつとして平成24年度から開始した「安心して産めるカラダにJ検診を推進した (35件 )。

(乳児の頭蓋形態の異常に対する診療)

「赤ちゃんの頭の形外来Jを開始し、これまで受診した385例 のうち177例 (う ち平成25年度分はそれぞれ
155例 、62例)に対して、米I■のFDAに攀拠した頭蓋形状誘導ヘルメットによる治療を行った。この医療の提
」tは、乳児頭蓋の形態異常の診断と早期介入を目指すものであり、また同時に頭蓋縫合早期癒合症のスク
リーニング法の開発にも資すると期待している。また全国的な普及を目的に、日本形成外科学会等に於ける
ワークショップの開催、導入予定施設からの見学の受け入れを開始している。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目4■
医療の提Jtに関する事項
(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

自己評定   | _   S     I
(総合的な評定)

双胎間輸血症候群に対するレーザー手術60例、胎児胸水に対するシャント術 10

例、無心体双胎に対するラジオ波凝固術6例 .胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤抗不
整脈薬投与2例 を施行した。日本では最多の施行数であり、胎児治療の臨床応用を

等場ほモ施薄t背至堆療児異含ま喬履氏弾菫夕胸暑運¶理尋れ面ご珊 き電
「

日本

肝移植33例 (生体肝移植32例、脳死肝移植 1例 )、 腎移植1例 を実施し、生存率は
100%で生体 ドナーに合併症を認めなかった。単一施設での小児生体肝移植症例致は

継秀暑柔荘耽建h勇七たド
界初となる生体肝移植 ドナーの余剰肝を用いた肝細胞移

最新の知見に基づく医療の実践について取り組んだ。さらに、それらの実践を通
して、有効性を明らかにし、一部の治療は臨床研究として行い、薬事承認に結びつ
くような努力をした。

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)
[3半仙 の 侃 息 J

成育疾患に対する高度先駆的な医療を、病院と研究所が一体となって
供し、成育医療分野における日本の中核機能を担っているか。

蔵百疾患1`づ Jfr‐ 鷹新ぅ面夏に基づてば珠あ質践落面歯 そ万有効ll

及び安全性の検証を行うとともに普及に努めているか。

実績 :○

・
盤[凛響驚臓:専景著Fあ

り、日本における胎児治療センターの中核として、高
・小児生体肝移植症例数は、単一施設での世界最多であり、小児臓器移植の拠点病

院として国内外で広く認知されている。なお、平成25年 8月 には、世界初となる
生体肝移植 ドナーの余剰肝を用いた肝fII胞 移植の臨床症例に成功した。これらの
医療技術の開発には、研究所の支援が大きく貢献している。さらに、lPS ES細胞
からの肝細胞移植について、研究所と共同研究をしている。

・ゴーシェ病、ファプリ病、ポンペ病、ムコ多糖症 I型、Ⅱ型、Ⅵ型の現在承認さ
れている6疾患すべての酵素製剤を利用した酵素補充療法を実施している日本で
唯一の医療機関である。さらに、ムコ多糖症IVA型 を対象とした酵素補充療法の
国際共同治験に国内で参加している日本でただひとつの医療機関でもある。
平成25年度は、毎週15-20名程度の酵素補充療法を実施し、センター以外の施設
からの多数の依頼も含めて年間30-40名 程度のライソゾーム病の新規診断や定期
フォローアップを行っており、ライソゾーム病の診療・研究において我が国の中
心的存在となっている。

実績 :○                ~~~~~~~~― ――――――

・ 小児難聴の診療について、新生児・小児の難聴患者に対して、臨床症状、聴カ
検査、聰性脳幹反応による難聴の程度の総合的な評価および内耳画像診断による
難聴の原因検索を行い、補聴器や手術 (鼓室形成術、人工内耳)、 言語療法、教
育・療育現場との連携を組み合わせて、個々に適した治療方法の提供を行った。
先天性風疹症候群などに伴う難聴の対応について、マニュアル作成に協力した。

また、東日本大震災によって被災した子どもの心のケアに関する研究および子
どもの心理的フォローアップ研究を行っており、その中で、エビデンスに基づく
子どもと家族の心のケアを推進している。なお、平成25年度は海外から経験の深
い研究者を招いてシンポジウムを行い、今後の被災への心構えを議論した。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有
化に努めることにより、患者との信頼関係を構
築し、また、患者・家族が治療の選択、決定を
医療者とともに主体的に行うことができるよう
支援することに加え、

の情報の共有化に努める。患者・家族の医療

誘
言電
「

者[峯lillilこ III11:]]
めるために、情報提供や支援体制の整備等に

努める。
このため、セカンドオビニオン外来実施件

数を中期目標の期間中に、平成21年度に比べ

5%以 上増加させる。
さらに、患者・家族の視点に立った医療を

提供するため、患者満足度調査を定期的に実

施し、その結果をもって業務の改善に努め

る。

(2)患者の視点に立った良質かつ安心できる    |
医療の提供

① 患者等参加型医療の推進

患者・家族との信頼関係を構築し、患者・家族が病
態の理解及び治療法を医療者とともに選択できる環境
を整え、情報の共有化に努める。また、前方及び後方
医療連携業務における紹介元医療機関への返書などの

進捗管理及び紹介元医療機関リストの作成・管理を行
つ。
平成25年度は患者相談窓日、情報コーナーについて

サービス内容の向上を図る、また、セカンドオピニオ
ン外来の充実を図り100件 以上の実施を目指す。

さらに、患者・家族の視点に立った医療を提供する
ため、息者満足度調査を実施し、その結果を分析する
ことにより、業務の改善に努める.,

(2)患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供

① 患者等参加型医療の推進

平成24年 に開設した患者相談窓日において、医療費助成や障害福祉、育児支援サービス等の案内はツー

シャルワーカーが対応しており、相談内容により院内外の関係者とも連携し、支援を行っている.

情報コーナーには忠者家族向けに様々な案内を設置しており、平成25年は患者会等の情報を更に充実させる
ように努めた。
セカンドオビニオンは総数172件 で、とくに、腎臓・リウマチ・膠原病科、血液腫瘍科、脳神経外科が多

かった.

患者満足度調査については、従来より実施している調査を、より忠者・家族の声を反映できるよう調査対

像者を拡大、調査票の配付枚数を倍増させて実施し集計等を行った。また、調査結果を全職員に周知し業務
の改善に努め、満足度の向上を図るようにした。

小児がんセンター新規人院患者には全てソーシャルワーカーが面接して、社会資源等の案内を行い、その

後も相談もしやすくなるように E夫 している,.

セカンドオビニオン外来実施件数

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成24年度 平成 25年度 対平 成 21年 II用減

29件 39件 99作 145件 17271:
143件

“

93%増 )



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
チー ム医療の推進、 ② チーム医療の推進

成育医療に数多く見られる複数科が横断的
に関係する疾患を克服するため、センターの
特色を活かした多職極連携及び診療科横断的
な診療体制の確立に取り組む。

② チーム医療の推進

多くの専門診療部を有する成育の特徴を生かした襖
数科による総合的な診療体制の充実をはかるととも
に、情報の共有化に努め、診療科の枠組みにとらわね
ないチーム医療をさらに充実させる。

また、複数の職種 (4職種以上)によるチームカン
ファレンスを年に400回以上実施する。

② チーム医療の推進

こ劣監案婁勢者璧簿fT危 3E,ゝ架Ь勇柔Ittξ警禽Σ予
療することが、当院の診療姿勢の基本である。

1 総合診療部の設置

劣:iXE量ぎは言こmy聯鍔藩議運I艦押中馘紀駐品、
2 中央診療部門の強化

][l[i::‡ ][[[i:li:1:l:::[i:l][II:|]ι
[|][莉

3 教育研修の充実

〔i3[:ま:][i:]::::li聯愕沈会羊i饒島1塁鼻鳥∴鼈
4 チーム医療及び集学的医療の具体例

繋Ξ雫|[層i3',,31予鑽 り 1零i姜讐をJitil発
ろうじじう贄宮]響 F品濤鶏

成

颯髪禁騨愧黎 柳掏財燃鼈

〕[[::i:ζI::::を[!:る[i:「
揖ξ19操lIE澪[[孟鮮li[齢F鳥島讚

:::i;:::i:き              楊 1場攣』|

I獣[嘗#[:FI   m吻難響勲籐動酢藝
シャリストなどとなっている。この経験を基に、平成26年度は緩和ケアを構築していく。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

人院時か ら地 域ケアを見通 した 医療 の提供、

医療安全管理体制の充実、

客観的指標等を用いた医療の質の評価等によ

り、患者の視点に立った良質かつ安心な医療の

提供を行うこと。

③

寒:::!:[][[[[:ii[[[ill
他
:冤『¶∬昴勤縣瀬讐撃鶴 的な情報交|

換を進め、良好で継続的な医療を提供するた
めの体制の構築を推進する.

このため、退院支援チームが関与した退院
困難なケース数を、中期目標の期間中に、平

成21年度に比べ5%以上増加させる。

④ 医療安全管理体日の充実

センターにおける医療安全を担保するた
め、統括、監督する体制として医療安全管理
委員会を構築し、医療事故の報告の有無にB9

わらず、医療安全管理委員会を最低月lrnl開 催
することにより、病院の安全管理に必要な事
項を調査するとともに対策を立案し、各部門
に対して助言、勧告、指導を行う。

⑤ 客観的指標簿を用いた医療の質の評価

患者の視点に立った良質かつ安心な医療の

提供を行うため、センターで提供する医療に

ついての客観的指標等を開発し、それを用い

た質の評価を試行する。

O 医療安全管理体制の充実

医療安全管理委員会を毎月開催し、病院における安
全管理に必要な調査を行うとともに、各部門に対し助
言、勧告、指導を積極的に行う。
また、リスクマネジメントマニュアルを見直すとと

もに、eラーニングによる研修を合めた研修受講率を
90%以上とするよう努める.,

⑤ 書目的指颯書を用いた医療の質の評価

病院機能評価の受審について]|き続き準備を進める
とともに、小児科及び産科を対象とする患者満足度調
査を引き続き実施し、調査結果について分析を行う。

退院支援チームが関与した退院困難なケース数

平成 21年度 平成22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 対平成 21年度瑠減

20件 22件 22件 22件 72件
52件

(260%増 )

④ 医療安全管理体制の充実
。医療安全管理室の強化のため、専任の医lll安 全管理室長、看護師長、副看護師長、事務補助を配置
し、体制の充実を図るとともに、各病棟に医師のリスクマネージャーを2名づつ配置した。

・医療安全管理委員会を月1回開催し、インシデント集計・分析報告をもとに病院における安全管理に

必要な調査を行い、対策 (薬 剤管理の徹底、患者誤認対策、事故発生時の報告徹底、コー ドブルー後
の振り返り,手術同意書I「X得、ラボナールの処方、カニューレホルダーの使用基準、院内における

急変時の対応、外来における鎖静検査手順等)を立案し、各部署に周知した。また、医療安全管理
規程、医療事故調査委員会規程等、規定の見直し・新設を行った.,

・「リスクマネージメントマニュアル」を全体的に見直し、新たに「医療安全マニュアル」を作成、イ
ントラネットに掲載した,,ま た、「医療安全ポケットマニュアル」の医療安全管理体制、輸血、身体

抑制について見直した..

・ ヒアリハットニュースの発行 (4Lnl)、 医療安全パトロール (21nJ)等 を実施し、各部門に対して助言

勧告、指導を積極的に行った。また、医療安全研修会を全9回開催 (全職員対象研修7回、KYT研修未

受講者対象1回、薬剤管理研修 1回 )した。c―ラーニング研修を9月 と3月 に実施し、受講率は9月 98%、

3月 94%であった。
・薬剤の道切な管理のため、救急カー ト部会が中心となって救急カートの見直しを行い、院内統 ‐を図

った。
・患者確認場面における「指さし呼称Jの実施状況を毎月l Lplの 推進【1に過去一カ月を振り返って報告し

た。

⑤ 客目的指標等を用いた医療の質の評価

財団法人Π本医療機能評価機構の病院機能評価に向けた準備を進め平成26年 2月 に受審した。

患者・家族の視点に立ったより良い医療の提供を目的に、医療連携・患者支援センターを設置している。

医療連携・患者支援センター内に患者4fl談 専門職、医療ソーシヤルワーカー及び専任の窓[1対応職員を加え

た常設の相談窓口を設け、診療に関する心理的 。経済的諸問題などに関する相談に応じ、解決への支援を

行っている.,ソ ーシャルワーカーの相談受付電話については平成24年度以来窓日を一本化しており、平成25

年
奎た,躙 4」蒐蟄澪窯 ■、な対応をするために、従来より実施している患者満足度調査

を、より患者・家族の声をfx映できるよう調査対象者を拡大、調査票の配付枚数をrnt増 させて実施するとと

もに、意見箱を設置し、意見等に対する改善策の実践と、改善事項の掲/1Nに より患者等への周知を行つてい

る。また、意見箱はより患者・家族に分かりやすいよう大型の物とし、設置場所を変更した。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目5■
医療の提供に関する事項
く2)患者の視点に立った良買かつ安心な医療の提供

__自 ]評定   I     A     I
(総合的な評定)

息者・家族の視点に立った医療の提供について、さらなる充実を図るため、医療

音漕ふ量を籍蒙ξふ名夏象識異じL;鷲 2号菫聟翌奄星薯肇g警年呉套黒習奮瑠曇
に応じている。相談内容に応じ各部門等の担当者と連携し問題等の解決への支援を
行っている。                           ´
患者満足度調査については、従来より実施している調査を、より患者・家族の声

を反映できるよう調査対象者を拡大させて実施し集計等を行った。今後、調査結果
を全職員に岡知し業務の改善に努め、消足度の向上を図ることとしている。

台2〕否猟 慢 観 Tヨ鷲酷 哨 潟 薦 稲 翻 ξ募 蔀ぷE」麟 2去
に加わっており、強力な各臓器系統別の専門医のまとめ役となって、看護部、コメ
ディカルと共にチーム医療を推進している。 、
退院後の地域における継続した医療や在宅ケアヘの適切な移行を支援するため

低迫漫野眉昔″
g訴

層出
して'医療連携室員医師、看護師、橋7で メンバーlF成

パ雫督在M、 電製調譜i鰤記冗築庁讐、躙 ,僧菫言叢駐占番″5奮鷲
三L」修F雀犀乱「イうイ)軍ラ:こ者義3伊

的に見直し、新たに「医療安全マ

評  定  |
(委員会としての評定理由)

く各委員の評定理由)[数値目標]

セカンドオビニオン外来実施件数を中期目標の期間中に、平成21年度に
比べ5%以上増加
(平成21年度 29件 )

平成25年度のセカンドオピニオン外来実施件数は172件 となり、平成21年度に比
して143件 (4931%〉 増加し、年度計画の100件以上を大幅に上回ることができ
た。
‐́
蹴 覆あ■城ビおけな締 じえ複療苓観 ゲデベあ選働な移行を支勝 るだめ

に、退院困難なケースに対して、医療連携室員医師、看護師、llSTで メンパー編
成し退院支援回診を開始した。
平成25年度における退院支援チームが関与した退院困難なケース数は72件 とな

り、平成21年度に比して52件 (2600%)増 加し、年度計画の4%を 大幅に上回る
ことができた。

退院支援チームが関与した退院困難なゲース数をf~中期百標の刃 Ful砕

に、平成21年度に比べ5%以上増加
(平成21年度 20件 )

医療安全管理委員会を毎月1回 (年 12回)開催した

L詳仙の現点」
患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに行うために必要な説リ
と情報開示を行う等の情報の共有化、相談支援窓口等の設置に努めてし1

るか。

恵著 1象張お選張trすち理解を操あるたち ,`「

‐
情磯更J`や受積醜 碗

整備等に努めているか。

者̈

ヽ

一忠
し

:稼張σ謙 1こ 豆ら■云療

…

あ「穏著涵廼爾 査を燥覆
その結果をもって業務の改善に努めているか。

L属暴「献 1こうにグく〕iUおる1彙桑慮棚 面敵こう尋係協 戻ぎをう:耐デるた
め、多職種連携及び診療科横断的な診療体制の確立に取 り組んでいる
か 。

剣 漬:○

・常設の患者相談窓口を設け専任の窓口対応職員のほか患者相談専Pl職及びMSWに
よって患者・家族からの相談に応じると伴に、相談内容に応じ各部門等の担当者
と連携し問題等の解決への支援を行つている。患者相談窓回は分かりやすく表示
するとともに,パ‐テーションを設置するなど相談者のプライバシー保護に配慮
している。平成25年度の患者相談窓口での対応件数は5748件であった。

実績10 ~~~~~~~~― ――――――――――――………………

・ソーシャルワーカーが作成している医療費助成等の案内は適宜内容を見直し、改
訂を行なった。また他団体の情報も増やし、書籍も設置した。今後も情報の充実
に努める。

・ピアサポーターとの連携を更に促進するため、今年度は話し合いを行い、より良
い患者支援について検討した。来年度は定期的に会合を行う予定である。

実額 :0
患者満足度調査については,従来より実施している調査を、より患者・家族の声
を反映できるよう調査対象者を拡大させて実施し集計等を行った。今後、調査結
果を全職員に周知し業務の改善に努め、満足度の向上を図ることとしている。

実績 i O

内I・I系、外科系の各専門診療部を横につなぐ総合診療部を置き、チーム医療の上
台をつくる機能を担わせ、小児の入院患者の約65%に は総合診療部が担当医チー
ムに加わっており、強力な各臓器系統別の専門医のまとめ役となって、看護部、
コメディカルと共にチーム医療を推進している。 (業務実績25頁参照)
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

実績 :○

・医療連卜 患者支援センターに所属する医師、看護師、MSW、 事務職員等
が協働し、院内F7D各 診療科、各診療部Plの協力を得て前方連携・後方連携/JS協働し、院内F7D各 診療科、各診療部Plの協力を得て前方連携・後方連携に対
している.また、月1回医療連携室ミーティングを実施し、医療連携・患者支

センター内の情報共有に努めている。

・他の医療機関との連携について、診療上の連携や退院後の地域におけるケア

続などについて連携に努めている。

顧10~~~~~… …………………………………………………………

・地域の医療機関との連携を図る為、成育臨床懇話会を2Eal(平 成25年 7月 、平成
年3月 )開催した。成青臨床懇話会には、合計122名 の参加者を集めた。テー
は、第 l口 「小児の扁桃摘出術の通応」、第2回 「小児の腹痛を考えるJで あっ
た。また、地域の訪同看護ステーション、在宅往診医療機関との良好な連携を区
る為.成育在宅臨床懇話会を2回 (平成26年 2月 、平成26年 3月 )開催した。成

在宅臨床懇話会の参加総数は56名 で、 「地域で支える小児在宅医療 (1)J
「地域で支える小児在宅医療 (2)Jのテーマであった。

・医療機関からの紹介ケースヘの返書管理の仕組みを検討し、紹介ケースの患
受診後の速やかな返書管理及び返書システムを構築し、そのスムーズな運
けた取り組みを行っている。

10‐「
………………………………………………………………………

・医療安全管理室の強化のため、専任の医療安全管理室長、看護師長、副看
長、事務補助を配置し、体制の充実を図るとともに、各病棟に医師のリスクマ

ネージャーを2名づつ配置した。

・医療安全管理委員会を月l回開催し,イ ンシデント集計・分析報告をもとに
における安全管理に必要な調査を行い、対策 (薬剤管理の徹底、患者誤認対策、

事故発生時の報告徹底、コー ドブルー後の振り返り、手術同意書取得、ラボナ
ルの処方、カニューレホルダーの使用基準、院内における急変時の対応、外来に
おける鎖静検査手順等)を 立案し、各部署に周知した。また、医療安全
程、医療事故調査委員会規程等、規定の見直し。新設を行った,.

ヒアリハットニュースの発行 (4回 )、 医療安全パトロール (2Lnl)等 を実施し、

各部門に対して助言、勧告、指導を積極的に行った。また、医療安全研修会を全
9回開催 〈全職員対象研修7回、KYT研 修未受講者対象 1回、薬剤管理研修 I Inl)し

た。e― ラーニング研修を9月 と3月 に実施し、受講率は9月 98%、 3月 94%であっ
た。

・薬剤の適切な管理のため、救急カー ト部会が中心となって救急カー トの見直し
行い、院内統一を図った。

・財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価に向けた準備を進め平成26年2月

に受信した。

人院から退院後の地域におけるケアまで、切れ日なく適切な医療を提
できるよう、医療連携を扱う人材を配置し、他の医療機関等との連携
努めているか。

:蓮駆直接機関醤Fこあ僣鞭受襖をlJめ 1‐ 頁丁
「

そ羅開的強医療をIII戸る
めの体制の構築を推進しているか。

:読活f孫替ず林 罰ど貢 憾療安全管理覆貪会欄 U「 術院みグ
理に必要な事項を調査するとともに対策を立案 し、各部門に対 し
言、勧告、指導を行っているか。

電慧著″視煮ビゴらた頁費祢う要,3■底療め1是孤に市 だ晟
‐
セジタニ=

提供する医療についての客観的指標等を開発し、それを用いた質の評
を試行しているか。

一　

　

一



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

子どもの心の問題、児童虐待、発達障害等に
対応する医療体制を構築するとともに、全国の
拠点病院等との連携を推進すること。

周産期・小児医療において、関係医療機関と
連携し、妊産婦、周産期における母児、小児の
広範な救急医療に対して、質の高い医療の提供
を行うこと。

(3)その他医療政策の一環として、センターで
実施すべき医療の提供

① 子どもの心の診療
子どもの心の問題、児童虐待、発達障害等

に対応する医療体制を構築するため、全国の
拠点病院等と連携して、情報収集及び発信、
専門家派遣、研修、調査研究等を実施すると
ともに、地域の保健福祉関係機関と連携し、
心の問題の症例に対するモデル的な医療を提
供する。

② 周産期 。小児医療における中核的な役割

周産期医療において、関係医療機関が連携
して分晩のリスクに応じた医療を適切に提供
する体制を構築するため、センターは、母体
又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医
療、高度な新生児医療、地域医療機関からの
救急搬送の受入れ等、周産期医療体制におけ
る中核的な役割を果たす。
小児医療において、センターは、高度な小

児医療、地域医療機関からの救急搬送の受入
1■等、小児救急医療体制における中核的な役
割を果たす.,

(3)その他医療政策の一環として、センター
で実施すべき医療の提供

① 子どもの心の診療

子どもの心の診療ネットワーク事業の拠点病院とし
て、年 2回のネットヮーク会議の開催、研修会の開
催、事業参加自治体のデータベースの作成を行う。ま
た、ネットワーク事業として、被災等があった時の文
援が盛り込まれたことから、そのあり方について検討
を行う。

② 周産期・小児医療における中核的な役割

ハイリスク妊娠の受け入れを積極的に行う一方、胎
児・新生児・母体のリスクを的確に診断して治療方針
を立て、適切な地域の施設への逆紹介を推進する等、
限られた周産期医療資源を有効に利用する周産期医療
体制の整備の中核的役割を果たす。

小児医療においては、高度先進的な小児医療の提供
を行うとともに、地域の中核的な病院として他医療機
関との連携を図り救急医療体制、小児がん診療体制を
整備する。また、小児医療の進歩により増加している
慢性的な病態を抱えた患児とその家族に対する医療ケ
アの体制のモデルを構築する。

(3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

① 子どもの心の診療

l:ll]ζ]]ili:手
きittli霞撃lξ姜景辱iヨri言]「][|[:[

② 周産期・小児医療における中核的な役割                    .

1 岡産期医療の提供

夢墨::霧]i:各夏:ち]餞 I「言E含[祟鵞静診:gIを』蜘 颯枠厳彗モ;
2 小児医療の提Jk

核島誉およ』発蒼

`IV概

イ
テうとともに、ガヽ児救急医療についても積極的な取り組みを行うことにより、中

・救急患者数

:|li][lilililli][[:i『 |

・重症患者の緊急 “迎え"搬送

島懲署』i貫::軍1:Fi景発彗曇骨七硼 曽勤民I堡糞塩言f:総 [[[F甚
藻源常楔

・東京都こども救命センター事業

IIi【
循ll』肇亀鷺ダ量素傷鰤   [早採念Fヒ I督釜籍慧馨景高8青奄機製晨百冦χl男置領i占護鷲考ぶ遇

・小児がん診療

ヒ;〔,そE211i僣祭7::[:[:書曇殺〕[多曇1`;〔:夕1,igiを諄]甦曇響掌撼場
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目6■
医療の提供に関する事項
(3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

自己評定   I     S     I
(総合的な評定)

異:fll談箪l営』f藍翼離翼了
いる自治体と病院に支援を行い、全国で子どもの心の診療が行われるように支援し

た。さらに、その会議において、被災地の子どものメンタルヘルスの現状に関して

諄義を行つた。
東日本大震災に関しては、被災地の子どものメンタルヘルスとそのケアに関する

研究を推進し,海外から経験の深い研究者を招いてシンポジウムを行い、今後の械

災への心構えを議論した。
また、小児がんセンターを開設し、小児がんにおける診療体制 。支援体制のより

一層の充実をめざした。診療部門、研究部門、患者支援部門に機能分担し、病院、

研究所が互いに協力して、各診療科を横断的に統合した体制を目指し、小児医療の

専門機能を結集した小児がん診療を行っている。小児がん中央機関に選定され、小

児がん拠点病院のとりまとめを行い、JF3生 労働省、国立がん研究センターと共同じ

て、情報発信、診断支援、相談支援、小児がん登録等の中央機関業務を策定した..

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)
[評価の視点]

子どもの心の問題、児童虐待、発IIE障害等に対応する医療体制を構築す

るため、全国の拠点病院等と連携して、情報収集及び発信、専門家派

遣、研修、調査研究等を実施するとともに、地域の保健福祉関係機関と

連携し、心の問題の症例に対するモデル的な医療を提供しているか。

聞E腋 預ば郡 て
=~弧

あ丁ル にばした医経 適萌醗 孤する訴罰
を構築するため、母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、
高度な新生児医療、地域医療機関からの救急搬送の受入れ等、地域医療

機関からの救急搬送の受入れ等、周産期医療体制における中核的な役割

を果たしているか。

不万直接1こおffそ 1‐ 高圧な不万医操1‐肛裁候療機襖いぢσ救慧販」め要
入れ等、小児救急医療体制における中核的な役割を果たしているか。

美績 :○

平成25年度は、全国の拠点病院との連携会議を2回 開催し、その中で、地域連
携につき、福祉との連携、医療関連携を取り上げて議論を行い、拠点病院の質向
上に寄与することができたと考える。また、拠点病院を目指している自治体と病

院に支援を行い、全国で子どもの心の診療が行われるように支援した`,更に、そ
の会議において、被災地の子どものメンタルヘルスの現状に関して講義をfテ っ

たて,
また、メンタルヘルスケアモデル開発ナショナルプロジェクトの一環として、

慢性疾患児のうつの早期発見と介入に関する認知行動療法等に関して、平成24年

度の炎症lL腸 疾患に引き続き、今年度は小児がんに関して、第55回 日本小児血

液 。がん学会学術集会にて研修会 f小児慢性疾患のメンタルケアのための研修会
～小児がんの子どもとその家族のメンタルケア～Jを 開催した。被災地の子ども
のメンタルヘルスとそのケアに関する研究を推進し、2014年 2月 28日 ～3月 l口 に

海外から経験の深い8人の研究者および臨床家を招いてシンポジウムを行い、今

後
:埜脊淵薔L鍛ざ量露幅着そサテライトシンポジウムあった。子ど

も虐待に関して、虐待を予防するための発達障害を持つ親のグループ治療、発達
障害傾向のある親への支援プログラム、里親への医療的支援プログラムの開発を

行っており、方向性を示せる段階に至っている。地域保健と連携して、産後の精
神的問題へのケアが行えるようなシステムを構築中である。

実績10‐
~… ………――――――一―

・分娩数は年間2000件以上、母体搬送も年間90件以上受け入れた。胎児異常の紹介
例も約500例 となり、約100例 は当センターで分娩となつたが、多くの症例は逆紹
介し、中核的役割を果たした。

彙績1‐O‐
‐……………………………――――――――― ―  ―

・

|:l::l:[][i]:][:![]:i[]:il::::::[:::

いる。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
3.人材育成に関する事項

人材育成は、センターが医療政策を牽引する
上で特に重要なものであることから、センター
が国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、
成育医療及びその研究を推進するにあたリリー
ダーとして活躍できる人材の育成を行うととも
に、

モデル的な研修及び講習の実施及び普及に努め
ること。

人材育成に関する事項

)リ ーグーとして活■できる人材の青威

成育医療に対する研究・医療の専門家 (看

護師、薬剤師等のコメデ ィカル部門 も含
む。)の育成を積極的に行う。

センターでの研修 。人材育成については、
国際的にも活躍できる人材の輩出に努める。

また、関係学会や都道府県と連携を図りな
がら、医療の地域への均てん化に資する地域
の指導者の育成に努める。

(2)モデル的研修・講習の実施

成育医療の均てん化の推進を目的として、
成育医療に携わるセンター内外の医療従事者
を対象としたモデル研修等を企画・実施す
る。

このため、センター外の医療従事者等に向
けた各種研修・講演会等を年に20回以上開催
する。

3.人材育成に関する事項

(1)リ ーダーとして活目できる人材の育成

研究所は成育医療研究における優れた人材育成を目
指し、センター内外から長期的かつ統括的観点から幅
広い育成を図るとともに、積極的に人材育成の場を提
Jtする。

また、病院は成育医療に精通した先駆者的かつリー
ダー的人材の育成を図り、これら人材を全国に輩出す
ることによって、日本における成育医療の均てん化を
一層推進する。

(2)モデル的研修・講習の実施
成育医療の均てん化の推進を目的として、成育医療

に携わるセンター内外の医療従事者を対象とした最新
の成育医療情報を発信する研修・講習を企画・実施す
る。
成育医療全域における最新の医療情報を積極的に提

供する各種研修・講演会等を、センター外の医療従事
者等を対象に年間20回以上開催する。

人材育成に関する事項

)リ ーダーとして活躍できる人材の育成

教全僣f静機艦″絆I督ふ19」非翔 染7求留膚鸞願霞Y菅臀亀謂 科医長が熊本大学小児外科准

(2)モデル的研修・講習の実施

i:][「lllillii[|:3]l               ti:ili;][]:][
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項日7■
人材育成に関する事項

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

当センター常勤医師で留学している者の一時帰国の際に、後進との交流を持ち、

将来グローバルな視点で活躍できる素地を養った。院外の医師・看護師・臨床放射

際技師に向けた成育医療研修会を開催した。

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)[数値目標]

・センター外の医療従事者等に向けた各種研修・諄演会等を年に20回以上

開催

・成育医療研修会をはじめとして、成育臨床懇話会など、外に向けた研修会・講演
会を複数回行った。また、院外での諄演は31回にのばった。

[評価の視点]

成育医療に対する研究・医療の専門家 (看護師、薬剤師等のコメディカ
ル部門も含む。)の育成を積極的に行っているか。

モジ外 であ離 ∵天材橋蔵ぼういてば「 面藤訂商 活顧そきる入場あ

輩出に努めているか。

関係学会や蔀遭府県ど運携を薗う■メげ「 底藤げ醜 べσ均て万花t露
する地域の指導者の育成に努めているか。

蔵育菌劇こriゞるセンタu丙外の送瑳置 を 東ヽこしだモデ

''確
苓

を企画・実施しているか。

実績 :○

・小児医療、周産期医療にBqする専門家の育成のため、レジデントとフェローを合

計100名 以上受け入れ育成している。

・薬剤部・看護部・臨床検査部・栄養管理室・ リハビリテーション部門で、院外の

専門家に対する成育医療の専門研修ならびに、学生の卒前実習を行った。

美績 :○

・小児の肝臓移植術の年間症例数としては、世界一を誇り、生体肝移植に関しては

海外での技術指導を行っている。また、院内の専円家が、国際学会で講演を行っ

たり、L界各国で医療指導を行つた。

当ヽセンターから、海外留学者を派遣して、次世代のリーダー育成を図っている.

(カ ナダ トロント大学 2名 、イギリス キングス・カレッジ病院 177)

桑預IO~~~~~~― ― ―

・東京都こども救命センター構想に参加しており、都内4施設の中の重要な役割を

果たしている。

・学会が策定するガイ ドラインに、当センター医師が参加し、策定に寄与した。

桑績10~~~~~~― ―― ―

・成育医療研修会を開催した。

・新生児蘇生法や小児二次救命処置などの蘇生の教育プログラムに、当センターの

医師がインストラクターとして積極的にB9与 している。

・小児医療系レジデントに対して、PALSの 教育法に基づいたシミュレーション研修

を行った

。「敗血症Jに関して、日本集中治療医学会や日本小児科学会と協力をして、医療

従事者向けセミナーを開催した。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
医療の均てん化並びに情報の収集及び発僣に
る事項関す

センター及び都道府県における中核的な医防
機関間のネットワークを構築し、高度先駆的医
療の普及及び医療の標準化に努めること。

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・

家族が成育医療に関して信頼のおける情報を分
かりやすく入手できるよう、国内外の成育医療
に関する知見を収集、整理及び評価し、科学的
根拠に基づく診断及び治療法等について、国民
向け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。

4.医療の均てん化と情報の収集・発信に関する

117)ネ ットワーク構築の推進

成育医療の均てん化等のため、国や都道″
県の中核的医療機関等との連携のもと、情囀
交換、技術助言等を行うとともに、標準的厖
療等の普及を図る。

(2)情報の収集・発信

成育疾患について、医療従事者や息者・家
族が信頼のおける情報を分かりやすく入手で
きるよう、国内外の知見の定期的な収集、整
理及び評価体制を構築するとともに、セン
ターの行った研究成果等や収集した国内外の
最新知見等の情報を迅速かつ分かり易 <、 国
民及び医療機関に提供する仕組みを構築す
る。

4.医療の均てんイヒと情報の収集・発信に関する
事項

(1)ネ ットワーク構築の推進

国内全域の中核的医療機関等との診療科を超えた細
続的な連携と協力を保ちながら、最新情報や技術をセ
ミナー等において全国に発信・公開することにより、
確固たるネットヮークのさらなる発展を図る。

(2)情報の収集・発信

成育疾患や小児がんについて、医療従事者や息者・

家族が信頼のおける情報を入手できるよう、ホーム
ベージ、メールマガジンを通じて、最新の治療方法及
び研究成果を公開する等、国内外の最新知見の医療情
報を提供するとともに、日本語版・英語版のセンター
バンフレットの充実を図る。
成育疾患に対する医療の均てん化のため、小児医療

施設間でのテレビ会議システムを活用した情報交換を
通じて社会への情報発信を一層充実させる。

4.医療の均てん化と情報の収集・発僣に関する事項

(1)ネ ットワーク構築の推進

:![|[||[ili:ill[][li41:そ
霧ii][「浣(1璽 [:[場:liZ:[雲曽[1

(2)情報の収集・発信

麒攀  瑠悩 蒟鰊 暉 薫
配潜τ化品僣χきF露蜂″需肇葛葛,島夢Ъ∬

先l■491件 鱗比H鋤 、すこやかジャーナ川本
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目8■
医療の均てん化と情報の収集 。発信に関する事項

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

医療従事者や 一般市民向けの公開講座を開催するとともに、最新知見等を情報発

信する専門的ホームベージとして、小児がん情報ステーション、子どもの心の診療

拠受壺53秀39落 1輩提だ:みξ荼¶lT斯留i牌1名ぃ助、すこ
畔了こ基姦じ貸繁ち爵管証比/爛』諄基謳馬指貿翼12戯魂を整な
義者危覆金?写贅9p円

で定期的な運用が行なわれており、成育疾患に関する情輌

評  定  |
(委員会としての評定理由)

〈各委員の評定理由)

冒』:][ど響 認 麒 裾 躍 〕甘i評魏 節
引

電5弊癖繁腰誤蒸羅モだ酬聴欝蒼頁螺 経玉
速かつ分かり易く、国民及び医療機関に提供する仕組みを構築している

か 。                 ・

実績 :○

[[:言:]::i::::[[]][:::li:|[営 :ち:[[!:lil

lま :劣[等暑喬桑器究宅3蓬祟を1ふ甚蔦凛詈理覧ぞ握是壱宅√乞r夏彙権治長

患の子ども達のためのサマーキヤンプも、当院が中心となり、VH都圏全体から患

者をつのり、毎年行っている。

実績10‐
…………………一――――

・知見の収集・整理・評価体制の構築は未達成である。Tcbサ イト、バンフレット
については全面的な見直しを行ない、必要な情報をわかりやすく提供できる仕組
みの構 築に努めている。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
5.日への政策提書に関する事項

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、
かつ、医療現場の実態に即したものにするた
め、科学的見地から尊円的提言を行うこと。

その他我が日の医療政策の推進等に関する事

)公衆衛生上の■大な危書への対応

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生し
ようとしている場合には、国の要請に応じ、
迅速かつ適切な対応を行うこと。

項

(2)国際貢献

我が国における成育医療の中核的機関とし
て、その特性に応じた国際貢献を行うこと。

5.日への政策提言に関する事項

我が国において、医療政策の企画がより強ロ
な科学的裏づけを持ち、かつ、実情に即したt
のにな /● よう、国と連携しつつ、担当領域によ
いて事業に取りtllむ 中で明らかとなった課題¢
解決策等について、科学的見地から専門的提言
を行う。

6。 その他我が国の医療政策の推進等に関する中
項

(1)公衆衛生上の菫大な危害への対応

国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重
大な危害が発生し又は発生しようとしている
場合には、迅速かつ適切な対応を行う。また
そのような事態に対し準備する。

(2)国際貢献

研究成果の諸外国への発表、外国人研究者
等の受入れや技術支援等、成育医療分野にお
ける我が国の中核的機関として求められる国
際貢献を行う。

5.国への政策提言に関する事項

成育疾患において、事業に取 り組む中で明らかと
なった課題の収集・分析に引き続き取 り組むととも
に、関連医療機関及び学会等と協力し、科学的見地か
ら専門的提言を行う。

6.その他我が国の医療政策の推進等に関する
事項

(1)公衆衛生上の■大な危害への対応

センター内の危機管JE体制を強化するため、災害対
策や医療安全感染管理等を総合的に管理する体制整備
を検討する。

(2)国際貢献

研究成果を諸外国に発信するため英文での論文、海
外での研究発表、海外との共同研究を行う。
外国人の研修の受け入れ態勢を整備するとともに、

院内の関係部門との連携を円滑にし、関係機関への折|
衝など積極的に推進するよう努める。
近隣諸国からの患者受け入オ■体制の整備に努めると

ともに、院内関係各部Plと の連携強化、担当者による
英語対応の充実を図る。             |

5.日への政策提言に関する事項

:,曇
堡[慌秀管早見査鳩瀧塁護霊iこ属z⊆多馨量富覺遺習茫II存 15呂闘蔦!it塁ち貨設集量警ヒ存:奄 I:

夕婆,'1菫雰肯堡貫「増111稀メ肇″甘J警藷讐警1堤警尋t,縫普9ふ!患百場所李花層曇美9

その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

)公衆衛生上の重大な危害への対応

ル里タギ鰐窓写撮慾季L乙霊モ、、
獅颯婦の大、獅、職動神mに行った。ま翻型インフ

ittli陽織《fi:I瑳T鰹鰍慣,電
ι雪絆季子蠅職争til堡

(2)国際貢献

饒 ミ

`彎

雛 郎
蹴 勝 業 棚 明 淵 #茫 聯

連麗勝増[緞 ガ
ロ友好病院、平祀 昨 ‖月にソウル延砒大学校小児病院、平虚 眸 2月 に上海小児病院と
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点  |
■評価項目9■
国への政策提言に関する事項
その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

内閣府の少子化危機突破タスクフォース (第 2期 )の中心的な役割を果たし、こ

れまでの議論と成果、今後取り組むべき課題と進むべき方向性 (7課 題)、 今後に

向けた提言 (3提 言)か らなる『少子化危機突破タスクフォース (第 2期)ま とめ』

を作成し少子化社会対策会議に提言した。
また、海外からの受診希望やセカンドオピニオンの依頼について英語対応がII能

な事務職員を複数配置することにより、速やかな対応に努め、海外から診療を依頼

された件致は、24年度の41件 に対し54件と増加した。

評  定  |
(委員会としての評定理由)

く各委員の

「
定理由)

[評価の視点]

・国と連携しつつ、担当領域において事業に取り組む中で明らかとなった

課題の解決策等について、科学的見地から専門的提言を行っているか。

1画み要請1こ応じt:‐ 薗丙外あ公衆行II量天なだ魯が莞ξじ又ばガ生L‐

ようとしている場合には、迅速かつ適切な対応を行うとともに、そのよ
うな事態に対し準備を行っているか。

1蔵省薗援万野に嬌ける現が画お中核雨穫画として求ちUれる面藤貴徹を
行っているか。

実績 :○

・内閣府の少子化危機突破タスクフォース (第 2期 )の中心的な役割を果たし、こ

れまでの議論と成果、今後取り組むべき課題と進むべき方向性 (7課題)、 今後
に向けた提言 (3提 言)か らなる『少子化危機突破タスクフォース (第 2期 )ま と

めJを作成し少子化社会対策会議に提言した。

実績 :○

新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画を新たに作成し、緊急事態発

生時に備えた.

実績 i O

り崇翼需当i5簡 lデイ肥 t鵬 ズ卿 魃 全省雇
行った。

医療連携・患者支援センターでは、成育医療における渉外、外事を担う機能を開

始している。海外からの受診希望やセカンドオピニオンの依頼について英■Fi対応

が可能な事務職員を複数配置し、速やかな連絡・調整が図れるよう努めている.

平成25年度に海外から診療を依頼された件数は、24年度の41件 に対し54件 と増加

した (ロ シア23件・中国14件・モンゴル4件・アルゼバイジャン3件・カザフスタ
ン2件・クロアチア2件等)。 案件ごとに頻繁な情報のやり取りが行われた。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
第3 業薔運営の効率化に関する事項

1 効率的な彙務運営に関する事項

業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指
し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、
定期的に事務及び事業の評価を行い、役割分担
の明確化及び職員の適正配置等を通じ、弾力的
な組織の再編及び構築を行うこと。

総人件費については、センターの果たすべき
役割の重要性を踏まえつつ、簡素で効率的な政
府を実現するための行政改革の推進に関する法
律 (平成18年法律第47号 )や 「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針2006」 (平成18年7月

7日 閣議決定)に基づいて人件費改革に取り組む
とともに、給与水準に関して国民の理解が十分
得られるよう必要な説明や評価を受けるものと
すること。

その際、併せて、医療法 (昭和23年法律第23

号)及 び診療報酬上の人員基準に沿った対応を
行うことはもとより、国の制度の創設や改正に
伴う人材確保も合め高度先駆的医療の推進のた
めの対応や医療安全を確保するための適切な取
組を行うこと。

また、独立行政法人にDQす る制度の見直しの
状況を踏まえ適切な取組みを行うこと。

第 2 業務運営の効率化に回する日標を達成する
ために取るべき措置
1.効率的な業務連営に関する事項

(1)効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができ
るよう組織内の企画立案、調整、分析機能を
高めるとともに、人的・物的資源を有効に活
用し、ガバナンスの強化を目指した体制を構
築する。

さらにセンターの使命に応じて、より効率
的に成果を生み出せるよう、各部門の再編を
行う。

総人件費については、センターの果たすべ
き役割の重要性を踏まえつつ、簡素で効率的
な政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律 (平成 18年法律第47号 )に基づき平
成22年度において 1%以上を基本とする削減
に取り組み、「経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2006」 (平成 18年 7月 7日 閣議決
定)に基づき、人件費改革の取組を平成23年

度まで継続するとともに、給与水準に関して
国民の理解が十分得られるよう必要な説明や
評価を受けるものとする。

その際、併せて、医療法 (昭和23年法律第
23号)及び診療報酬上の人員基準に沿った対
応を行うことはもとより、国の制度の創設や
改正に伴う人材確保も含め高度先駆的医療の
推進のための対応や医療安全を確保するため
の適切な取組を行う。

また、独立行政法人に関する制度の見直し
の状況を踏まえ適切な取組みを行う。

① 副院長複数制の導入

特命事項を担う副院長の設置を可能とする
とともに、副院長の役割と院内での位置付け
を明確化する。

② 専務部門の改革

孝蒻業鳳[徊 選
を見直し獨

的

第2 業務運営の効率化に関する日標を達成す
るために取るべき措置

1.効率的な業務運営に関する事項
(1)効率的な業務運営体制

ガバナンスの強化及びセンターとしての使命を果た
すことができるよう、見直しを行った組織体制によ
り、組織内の企画立案、調整、分析機能を高めるとと
もに、平成25年度においては各種委員会の見直しを行
い権限等の明確化を図り、センタすの使命に応じて、
より効率的に成果を生み出せるように運営を行う。

① 副院長複数制の導入

特命事項を担う副院長を増やすとともに、
と院内での位置付けの明確化を図る。

役割そ の

② 事務部門の改革
事務部門については、見直しを行った組織体制及び

派遣や業務委託を有効に活用することにより、効率
的・効果的な運営に努める。

第2 業務連営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1.効率的な業務運営に関する事項
(1)効率的な業務運営体制こ

:i:::][][:[lill:i:[』
]|][:[[][lilili:]i:[:よ

[落

「行う

:[:][:[::]:1言
::言:[][:ill::]:[貫l[I:][]!|[|:[、

① Dl院長複数制の導入

:ii[:言:[「
[ζF「:署][鵞i『ii株静[:[「 [:]曇

『蓄鸞IiI歯菫liiti逸言毒
② 事務部門の改革

率喬馨窪響垣薔ぢた1部
門 (総務部、人事部、企画経営部、jII務 経理部)により、引き続き責任の明確化と効
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目10■
助率的な業務運営に関する事項
(1)効率的な業務運営体制

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

に壁7貪労熟写じ曇倉繋キヒ傘:予発撃冒藤筆お皇奨是長引意彗臭學響提蒼愛暮島尾ふ

::]:「]12]::il:i[il:[[l;:[::liil:[[i[i
明らかとなつたて,

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の絆定理由)

礎否解TI露蘊朧畷種離II臨騨雷T確環「嚢神
今後、削減日標の達成に向け法人の取紅を促すものとなっているか。

(攻・独委評価の視点)                      |

1聡

'こ

件費護革は進んでいる1か:~C厚牙晉評価萎評価あ夏点

'

:画離 あ罰設ヽ 政認 り麟 凛Uttb高 護強 蘭薗 肺 だ
めの対応や医療安全を確保するための適切な取組を行っているか。

1孤 Itttl鞍 天〔彙島する需確覧あ見直 br況を蕗ぎぇ種萌ヵ覇面ほをFうて
いるか。

1画蒙赫 百あ識 職著あ球ズ下あ現置しを薗ぢでいるが,「

‐
て直ダ省評価

委評価の視点)

1孤 Iぼ飛 天願百蹴 頑著め琲天下質ホ玖下お∬置じを画らマい

か。 (厚労省評価委評価の視点)

:薦命事項を百うコ院長の稜語を苛籠芝する
。
ことUば

‐
闘隠節 覆●l‐こ

内での位置付けを明確化しているか。

一院

電彗霧蔀nlこづ
「

そ1ま 稀 を見ぎι
ているか。

‐
所率弱∵所果弱なご着孫雨どなぢ

実績 :○

センターの使命である研究・医療等の充実、迅速な意思決定、ガバナンスの強化

等を目的とした組織体制を維持し,引 き続き適切な運営を行った。 (業務実績371

頁参照)

実績 iO
センターの使命に応じて、より効率的に効果を生み出すことを目的とした組織体

制を維持し、引き続き適切な運営を行った。 (業務実績37頁参照)

実績10~~~~~~―
 ―

・
[曇拿当言曇:嘗:言生「誉婁堡:言籠歳艦ぷ言8,1::i誓丞[〔番を::
つ、必要な人材確保を行つた。

総人件費は平成25年度74億円となっており、平成21年度比で30%増 となってい

る
天件費の増加は、周産期医療を始めとする成育医療に関する高度先駆的医療の

島鶴 齢 4S襴 紺 鳳 腱 誠
｀
ツ 翻 舞 楊 ‰ 続 ?宝L彊

準
母漫81:itittLIき 続き、技能職の退職後不補充等により、事務・技能職

の人件費の更なる削減に努める。

実績10~~~~~~― ――――

・国家公務員の再就職者のボストについては、設置していない.

撲績1‐O‐
……………………――――――――――

・独立行政法人職員の再就職者のリト人件費ポストについては、設置していない。

僕預 :0
適切かつ効率的なセンターの運営に資するため、従来の「看護・環境整備Jに
「入院診療 (除周産期)」 、「教育・研究・外来診療J、 「経営・財務J.「パ

院診療 (周産期)」 の担当を加え5人体制とし、特命事項を担うall院 長複承制を

強化した,,(業務実績37頁参照)

「 [た I基 腱 ittILIき
続き責任の明日 は 効率的な運営額



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
センターの効率的な運営を図るため、以下

IFX紅を進めること。

① 給与水準について、センタ…が担う役割に
留意しつつ、適切な給与体系となるよう見直し

② 共同購入等による医薬品医療材料警購入ロ
用の適正化

(2)効率化による収支改善

センターとしての使命を果たすための経営
戦略や毎年の事業計画を通じた経営管理によ
り収支相償の経営を目指すこととし、 5年間
を累計した損益ll算 において、経常収支率を
100%以上となるよう経営改善に取り組む。

① 綸与制度の適正化

給与水準等については、社会一般の情勢に
適合するよう、民間の従業員の給与等を踏ま
え、業務の内容 。実績に応じたものとなるよ
う見直す。

② 材料費の節減

医薬品医療材料等の購入方法、契約単価の
見直しにより、材料費率の抑制に努める。

(2)効率化による収支改善

センターとしての使命を果たすための経営戦略や事
業計画を通じた経営管理により平成25年度の損益計算
においてt経常収支率を101%以上とするよう経営改
善に取り組む.

① 給与制度の適正化

給与水準等については、社会一般の情勢に通合する
よう.同一地域内の民間の同規模病院等の給与等を踏
まえ、業務の内容 ,実績に応じたものとなるよう更に
検討を行う。

② 材料費の節減

材料費率の抑制を図るため、医薬品及び医療材料の
共同購入を行うとともに、同種同効医薬品の整理な
ど、使用医薬品の集約に一層取り組む。さらに在庫定
数の見直しなど在庫管理の適正化を推進し費用の節減
を図る。

(2)効率化による収支改善                                  ~ ~

:軍電]i鐘島綸ダ疑聯蕩跳鶴話χ堀弱認競譲餅鷲翠黒i言葉
今後、さらなるコスト即賊等に取り組み経営改善をIIL進 していく。

① 綸与制度の適正化

:こ麗盤        配孟
② 材料費の節減
1 医薬品等 の共同購入

に長蕎曼:LT薦朧 曇

'コ

〕リザtt趣壁饗糧絆鼎理彙独:行
政法人国立病院機構とと

【共同入札の品目数及び割合】
・医 薬 品 :1209品 日 (総契約品日数1249Fl)  968%  (平 成24年度 984%)
・検査試薬 :213品日 (総契約品目致254品 日) 839%  (平 成24年度 998%)
・診療材料 :396品目

`総

契約品目数2461品 日) 161%  (平 成24年度 130%)
※総契約品目数については、常時使用を予定している品日数。

2 医療材料に関わるコスト11減

:[界
li3]言::参 |夕湯晏拝属|1凛

れ雫りすすじラゑ基響僣:蟹そ「h組
1′

憎撃蔦興雰資直し

3 使用医薬品の集約、後発医薬品の促進

螢響言曇倉墓B品姦足身月2「
薬品の整理による使用医薬品の集約や後発医薬品の採用・使用促進に

【後発医薬品採用1率 】
・品日ベース    平成24年度 H3% > 平成25年度H7%
・購入数量ベース  平成24年度 189% , 平成25年度193%

【材料費率  平成24年度 256% →

医業収益減による。
平成25年度261%(05%増 )】

- 39 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

④ 医業未収金の発生防
に診療報酬口求業務の改

③につ腰テ阜ぶ猾撃蔑た19'年L
日標期間の終年度において15%以上

の削減

向上に努め る こと。

③ ―般管理贅の節減
平成21年度に比し、中期目標の期間の最終

年度において、 一般管理費 (退 職手当を

く“)について、15%以上節減を図る。

建築コス トの適正化

建築単価の見直し等を進めるとともに、

スト削減を図り、投資の効率化を図る。

⑤ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止
取り組むとともに、定期的な支払案内等の

促業務を行うなど回収に努めることで、

21年度に比して (※ )医業未収金比

に取り組む。

堡]                [蓼
|

2.電子化の推進

(1)電子化の推進による業務の効率化

業務の効率化を図るために職員に対する通

彗彗最も話盟霊畿難き■ut■、
を
借奮七

キュリティの向上を図る。

④

＞

　

　

準

じ

と

―

卜

睡

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ъ
  :絋酬
め、対象とすべき会議や書類の41L出 、およびアクセス

権など必要な基本設計を検討する。

(2)財務会計システム導入による月次決算の

実施

に型言

'言

懸 鷲みAF念胃勝奇瑚 珪電食こF
経営状況の分析を行う。

約
輩場誉嘉λ暮え憎りaモほ卜宇ソ毛女権管理のための職員名簿の統合化などを進めた。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

財務会計システムの適切な稼働を図ることにより、

での決算処理を速やかに実施することができた。
企業会.■l原則に基づく事務処理を行い、月次及び年次

月次決算では、財務会計システムから作成さ1■る財務誦表の数値 (収 支状況、

テムから作成さオ■る数値 (患 者数、診療点数、平均在院口数等)を組み合わせ、

析を行った。

会轟奪h呂資嘗奪損亡3た構織匙馨墓墨軍健奎1ぞ息魯8‖堰99竺魁漁任じそ堆磐亀曇命与乞告曇[箇曇

るている。

人件費率等)のほか、シス

多角的な観点から詳細な分
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目11日
効率的な業務運営に関する事項
(2)効率化による収支改善
電子化の推進

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

センターの特性や機能を考慮した運営方針に応じ、職員の適正配置を行うこと等
により診療報酬上の上位施設基準の取得等を図るとともに、コスト縮減に努めてい
る。
医薬品、検査試薬及び医療材料について、スケールメリットを勘案した6NCによ

る共同購入を引き続き実施することにより、購入単価の低減に努めるとともに、使
用医薬品の集約や後発医薬品の使用促進等により、医薬品費の削減に努めた。
一般管理費 (退職手当を除く。)については、消耗品費等の費用削減等に引き織

き取り組むことにより208%の節減を図っている。
医業未収金については、定期的な督促業務、事前の預り金制度、カー ド決済等C

嵌々な取りFllみ を引き続き実施し、さらにクレジットカードの取引会社を増やすこ
とにより、患者サービスの向上を図るとともに未収金の新規発生の防止に努め、中
期計画の数値目標を上回つた。
診療報酬委員会において、40万点以上の高額レセプトを中心に症状詳記の記載内

容の指導等の審査減対策を行っているて,
情報システムについては、病院内で利用する患者向けの文書、診療マニュアル等

の電子化を進め、システムで管理を行っている。
財務会計システムの適切な稼働を図ることにより、月次及び年次での決算処理を

速やかに実施することができた。月次決算では様々な指標を活用することにより、
多角的な観点から詳細な分析を行い、更に早い段階での問題点把握及び検討をし、
それらを会議において報告することにより、センター全体として経営に対する参加
意識を高めている。

_評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)[家 lE日 標J

5年間を累計した損益計算において、経常収支率が100%以上

下ガロ瞭灯商最終年■にお1ヽて=稜蒼理費を平れ 1年度■15%以上節積
‐

｀
(平成21年度 643,472千円)

平成25年度の経常収支率は、9■ 8%となった。平成21年度から平成24年度の4年
間を累計した経常収支率は、1023%で ある。

一般管理費 (退職手当を除く。)については、委託内容の見直しによる委託Iの
削減などを行い、平成21年度に比して208%(134百万円)の 節減を図った。
(業務実績40頁参照)

平成2弾麗あ覆蜘 金屁球は「 候業茉収金お新規売]自開芳rに政す詢 ビコこ
よって0043%となり、中期目標の数値日標005%を 上回る低減ができた。 (業

務実績40頁参照)

平成21年度に比した医業未収金比率の縮減
(平成21年度 005%)

[評価の視点] 
‐

当期総利益 (又 は当期総損失)の発生要因が明らかにされているか。ま
た、当期総利益 (又 は当期総損失)の発生要因の分析を行った上で、当
該要因が法人の業務運営に問題等があることによるものかを検証し、業
務運営に問題等があることが判明した場合には当該問題等を踏まえた評
価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

実績 :○
。当期総損失5億円は、病院情報システム更新による患者数の制限や人件費の増加
が主な要因である。人件費については、費用に見合った収人が得られているか執
証を行い、必要な改善行う予定。

繰越欠損金が計上されている場合、その解消言F画 どおり延んでいヽか
(政・独委評価の視点)

4‐ 該軽 1[王脅管五だ運看要交荷hあぎ該年画ばお1テ

`栗
崚行軍が高iS

場合において、運営費交付金が未執行となっている理由が明らかにされ
ているか。 (政・独委評価の視点)

実績ニニ
~~~~~ ~―  ――――

・繰越欠損金は、計上されていない。

一績一実 一〇

平成25年度における運営費交付金の未執行額は、19千 円 (05%)であり、運営
費交付金全体に占める額、割合ともに高くはない。なお、未執行の理由は、定年
退職予定者の勤務延長等によるものである。

I天の福利厚生■にづJゞて:洒ズの事務 :事粟σ公双西「 操務廼面の効
率性及び国民の信頼性確保の観点から、必要な見直しが行われている
か。 (政・独委評価の視点)

I更臨 莉費bttJ■ :‐遭切でおるが「
‐
て諄労舗 価萎li価 あ現点ア

‐…‐

一績一実 i O

法定外福利厚 生費 (職員厚 生費、健康診断費、そ の他福利厚 生費)につ いては、

その支出 自体 、限定的 に取 り扱 ってお り、 日常的 に点検 を行 い支出 した結果、平
成 25年度は、38,653千 円と支出額全体 に占める額 としては僅 かな もの となった。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

実績 :○

・事業費における冗費については、日常的に点検を行いつつ支出するとともに、

約の適正化及び低廉化を目的とした外部有識者を委員に含めた 「契約審査委

会」において事前審査を実施した。

・独法移行により給与体系の見直しを行い、年功的要素の影響を少なくし、

給与水準を勘案し、中高年層の給与カープを穏やかにした。

f国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律」と同水準の給与改定を
24年 5月 と9月 に役員及び管理職を対象に実施し、引き続き平成25年度において

実施した。

・センターの給与水準については、国の給与制度等を踏まえ、通則法に則って適
に対応しているところである。

平成25年度のラスパイレス指数においては、国の水準より高いものになってし

るが、これは当法人は地域手当1級地に所在していることが大きな原因となって
いる。その他、センターの主たる事業かつ目的である医療の提供に不可欠であ

医療職種について、社会一般情勢に適応するよう独法移行を機に改善を行ったと
ころである。
特に医師、看護師の確保については全国的に厳しい情勢であることから、民

医療機関等の給与実態を踏まえた手当を設けるなど改善を進めたところである。

1‐O‐
‐………………………………………………………………………

・ 法人独自の手当は、国と同旨の手当、民間医療機関との同様の手当、国の施
に対応した手当等、人材確保を図るための手当であり、民間医療機関との給与
準の違いや独立行政法人に求められる能力実績主義を踏まえれば、適切なもの

ある.

また、特殊業務手当は、国の俸給の調整額と異なり賞与・退職手当の基礎と

ない手当であり、民間の給与を踏まえた適切なものである。
彙績 1‐O‐

‐~~… ………………………………………………………………

・医薬品等について6NCでの共同入札の実施、同種同効医薬品の整理による使用湿
日の集約、後発医薬品の使用促進、通lEな在庫管理の徹底を図ることにより
費率の抑制に努めた。 (業務実績39頁参照)

・一般管理費 (退職手当を除く。)に ついては、委託内容の見直しによる委託費の

削減などを行い、平成21年度に比して208%(134百 万円)の節減を図った。

(業務実績40貞参照)

・工事を実施する際には、過剰な仕様となっていないか内部の委員会で 十分な

を行い、予定価格の積算に当たっては、建設物価、積算資料等により市場価格
を調査の上、通正なコストとなるよう取り組んでいる。 (業務実績40貞参照)

・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。 (厚 労省評

委評価の視点)

:給写永準奪ビういてば「 ■間確 頁帰 奪凛 まえ1~懇お幅 r

実績に応じたものとなるよう見直しを行っているか。

:画蒙公務頁ど屁人で総与泳華お高い法人にう下t‐ 以下みような瓦
ら厳格なチ ェ ックが行われて いるか。

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措置 (法人の設定する目標水準を
む)についての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとな
ているか。
・ 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる水準となってい

か。 (政・独委評価の視点)

:船草紳 添遭麟こ設だき■てし
'る

が
‐
て

「

ば
‐
語卿 が員庵コ蒙公膚短員

数100を 上回る場合にはその適切性を厳格に検証し、給与水準を設定し数100を 上回る場合にはその適切性を厳格に検証し、給与水準を設定して
いるか)。 (厚労省評価委評価の視点〉

:菌 ど難 る「
‐
熟 i祗ズr白あ評ギ当li「

‐
勘 であるい:~値房否

評価の視点)

:際葉話¬議諦■専め雨入芳洒「 楔雨軍櫛 克置ιlこ よう1硼 暫
抑制 に努めているか。

:=腰管理要
‐
C退職手暫を豫て「

‐
ア1こ うJ『t‐ T灯計画だ腋 lrな自

の達成に向けて取り組み、着実に進展しているか。

:廷棗革禍あ∬配 奪をごめ1‐ ゴズ躁艤罷函τt~滋あ新摯花を西らて
いるか。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

・医業未収金の新規発生の防止に取り組むとともに、定/J的な督促業務
行うなど,中期計画に掲げる目標の達成に向けてIFIり 組み、また、院行うなど,中期計画に掲げる目標の達成に向けてIFIり 組み、また、院
のレセプト点検体制の確立等により適正な診療報酬請求事務の推進に
めているか。

:貸″ξま
‐
栞収登等あほ機 こう0ゞt‐面反許面が憂是著五●じヽ2/J・

‐
∫面

計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検証が行オ
れているか。 (政・独委評価の視点)

:画収綱 癸施翼況1こ うし
'で

あi予石 /JS‐ 百ミ気 て下る
‐
が丁評価だ豫τ l‐

1)貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残高に占める
inl合が増加している場合、 11)計画と実績に差がある場合の要因分析
行っているか。 (政・独委評価の視点)

I面収翼現等を西まえ百属評面み見種τお隷 覆奪あ検討が行15れれ 2ヽ
か。 (政・独委評価の視点)   ―

:支雷σ群 7Zを「
~費
■W効栗を勘桑じづう諏り紅ざよう勇あると

'に、情報セキュリティの向上を図っているか。

:研霧会jラ 天デスを導ズじ:‐ 戸茨決算を行1ヽ 1‐財場訣滉ど電理する
‐
とを

もに経営改善に努めているか。

・医業未収金については、定期的な支払案内等の督促業務を精力的に行うととも
に、分娩入院の患者を対象として事前の預かり金制度を前年度に引き続き行う
等、新規発生の防止に努めた。 (業務実績40頁参照)

10… ………………………………………………………‐
「……………

・毎月、医業未収金を把握し、電話及び文書による督促を行っている。計画的に
促を行うことにより、医業未収金比率を005%以内に抑えることとしている。
(業務実績40頁参照)

桑績 1‐O~~… …………………………………………………………………

・未収金の新規発生防止や督促業務を精力的に行った結果、医業未収金比率は、未収金の新規発生防止や督促業務を精力的に行った結果、医業ラ
005%以 内に抑えられ計画を達成している。 (業務実績40頁参照)

・中期計画において、医業未収金比率を005%以 内に抑える計画を策定しており、
平成26年 1月 末現在の医業未収に対する医業未収金の割合は、0043%と計画を
成しているが、引き続き新規発生の防止を重点とした未収金対策を徹底してし
く。 (業務実績40頁参照)

・事務書類の管理については、アクセス権管理のための職員名簿の統合化などを
めた。

・情報セキュリティについては全職員対像の情報セキュリティ研修を、外部言‖師に
よるものも含めて2度開催するとともに、政府の情報セキュリティ月間に合わせよるものも含めて2度開催するとともに、政府の情報セキュリティ月間に合わせ
て職員向けの啓発活動を行なった。

量績10‐
‐………………………………………………………………………

・財務会計システムの適切な稼働を図ることにより、月次及び年次での決算処理を
速やかに実施することができた。月次決算では様々な指標を活用することによ
り、多角的な観点から詳細な分析を行い、更に早い段階での問題点把握及び検討
をし、それらを会議において報告することにより、センター全体として経営に対
する参加意識が高められた。 (業務実績40頁参照)



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

また、監査法人を講師とした会lil実 務担当者の能力向上を日的とした簿記研修 〔基礎編及び応用編)、 幹部職

員を対象とした独立行政法人制度改革に関する研修を行っている。

“

)コ ンプライアンス室の活動
独立行政法人化した平成22年度当初からコンプライアンス室を設置しており、外部から弁護Jlを室長に選任

している.

コンプライアンス室では、コンプライアンスホットラインの開設、コンプライアンス室目安箱の設置、相談

時間の拡大等を行い、職員への啓発と相談しやすい環境整備に努めている。
さらに、平成25年度においては、コンプライアンス推進会議の設置、コンプライアンス・マニュアルを作成

し職員に同知、コンプライアンス・ニュースの発行、cラーニング開始等によリコンプライアンスの体制整備

を行った。平成26年4月 には、コンプライアンス・マニュアル小冊子を全職員へ配布の準備を行った。

輛)契約業務の競争性、公平性、透明性の確保
契約業務については、原則として 1タト当たりの契約予定金額が100万 円を超える案件については 一般競争人札

によるものとし、 一定金額以 Lの契約については外部有議者を含む契約審査委員会においてあらかじめ契約に

関する重要事項の審議を行っている。

契約金額が100万 円を超える案件については、契約方法に関わらずホームベージにおいて公表することにより

競争性、公平性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行している。

唸 誦 騨 伽 鼈 越 欄 扮 撼 :1纂 褥

部
軍含1澤風ぽ

子
阜乱 単翫月から閉 までに締結された契約に,ヽて審議和 、 ‐ 応札・応募等事案につ

いてはフォローアップ票を作成のうえ委員会で報告し点検を受けている。

委員会審議の概要及びフォローアップ票については、ホームベージにおいて公表している。

雅 i4北 メ蹴 取が当センターに対し■唯 円の債権があるとされていることについては、同社から債権の内

容が開示されていないため事実確認ができていない。
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

評価の視点   |
■評価項目12■
法令遵守等内部統制の通切な構築

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

に安馨策割菫羞2行菫暑雰蓬霧看由:寒段警婁施移

=|:オ

r業
務監査、会計監査人

監馨警嚢提し空訳を含
による研究費等の経理に関する事項等を重点事項として内部

を発魔じそ貧91究
費の適正な執行・管理状況の監査等を重点項目として業務監査

対宇蒼曇欝含醤入%菫馨秀墓難置鶏言蔵舜爺菫馨警臭昆t毛ヨ:F警竜「肇喜全矢を曹り与り希9フ賞菫モ借予属賢史分響発警藉象t隼写R現23し備を進めてきた
望LEχん兵ζ4動議輩庭fげ理デ勁雹馘聰易♂懸艦 そ71Fンス・

員彗惚
IF買

讐百暑各蠍 7:誕i烏癬 議 暑會石霧 誡 禦 言ページで公表し、競争性、公平性、透明性の確保に努めている。

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)[評価の視点]

内部統制 (業務の有効性、効率性、法令等の遵守、資産の保全、財務南
告等の信頼性)に係る取組についての評価が行われているか。 (政・独
委評価の視点)

1看堡暮量は、外部資金による研究費等の経理に関する事項等を重点事項として内部
監査を実施している。 (業務実績44頁参照)

|・
監事は、公的研究費の適正な執行・管理状況の監査等を重点項目として業務監査
を実施している。 (業務実績44頁参照)

・会計監査人は、財務諸表、決算報告書及び事業報告書について独立行政法人に対
する会計監査人の監査の基準に則った外部監査を実施し、簿記研修や幹部向け研
修を行っている。 (業務実績44頁参照)

・コンプライアンス室では、職員への啓発と相談しやすい環境の整備を進めてきた
が、コンプライアンス・マニュアルを作成し職員に周知、コンプライアンス・
ニュースの発行、 cラ ーニングの開始等により更に体制整備を推進している。
(業務実績44頁参照)

関連公益法人との関係につし
'で

、
~透

明[確保ぼ而けた克百じを図らてい
るか。 (厚労省評価委評価の視点)

※ 独立行政法人会計基準上の関連公益法人に限らず、すでに批判をされ
ていたり、国民から疑念を抱かれる可能性のある業務委託等について、
①当該業務委託等の必要性、②独立行政法人自ら行わず他者に行わせる
必要性、③①及び②の必要があるとして、他者との契約についてその競
争性を高める方策等を検討し、見直しを図っているか等

実績F‐
~~~~~~― ――――――

・関連公益法人との契約実績は該当がない。

契約業務については、原則として一般競争入札ギ :ヒu ttuの と U「 IIE
に契約業務を遂行するとともに、随意契約については、従前の「随意契
約見直し計画」を踏まえた適正化を図り,その取組状況を公表している
か。

更閣減 奪「
‐
節 1こ係る観在層にう1't‐ ■補丙蓉や題瀬め適萌僻 :‐

必要な評価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

夏鰯 手霧に孫 /.‐ 転赫 雨や裁 体面にう1't‐ 確薦1■行年め種切
性等、必要な評価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

栗預 一〇

1件あたりの契約予定金額が100万 円を超える案件については、原則として一般
競争入札を実施しており、さらに「随意契約見直し計画Jに基づく取組について
は、ホームベージにて公表を行っている。 (業務実績44頁参照)

平成20年度の見直し計画における随意契約から一般競争入札への切り換えについ
ては、21年度中に終了しており、25年度においては、少額なものを除き、真に随
意契約とせざるを得ないもののみを随意契約とし、ホームベージにて公表も行っ
ている。 (業務実績44頁参照)

実績FO~~~~~~… ………………………………………………………

・契約の方式等は、契約に関する事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的と
して会計規程及び契約事務取扱細則に規定されており、契約事務の実施にあたっ
ては、これら両規程等を連守し,適切に行っている。

実績 :○         ~    ~~
・一定額以上の契約については、外部有識者を含む契約審査委員会においてあらか

じめ審議を行い、契約方法、入札参加資格条件の妥当性等を検討するなど、契約
に関する事務の適正化に努めている。 (業務実績44頁参照)

- 45 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

・契約の締結に当たつては、契約予定金額が 100万 円を超える案件については、原

則として一般競争人札を実施し、競争性を確保している。また、契約金額が100

万円を超える条件については、契約方法に関わらず、ホームベージにて公表し、

透明性を確保している。 (業務実績44貞参照〉

・
τ:喜義者|:識P堤暑雰五|ま天化蓼傷姜慮集鼻お登宮霊奪蒼晨欝写なな百r
事政環3忌寵累菫馨1[爵t宅告ilr轟与k百事慣性場夕3多奎1塁:実莞::]
改善に努めた。 (業務実績44頁参照)

・随意契約見直し計画により競争性のある随意契約の一般競争入本Lへの切り換え

は、すでに完
‐
「 しており、少額随意契約 (1件 の契約予定金額が100万 円未満)を

除き、原則として一般競争入札を行い、真にやむを得ず随意契約を行った場合に

は内容を公表し,透明性を確保している。 (業務実績44頁参照)

・契約の締結に当たっては、契約予定金額が 100万 円を超える案件については、

則として一般競争入札を実施し、競争性を確保している。また、契約金額が l

万円を超える案件については、契約方法に関わらず、ホームベージにて公表し、

透明性を確保している。 (業務実績44貞参照)

τ録撃義者繹景P堤罵男甚|ま天化瓢]1喜 :ミ鼻房晏響花奪言晨命写をは百r臭
暑践東3意驚県菫馨[場τ宅告桜喜与k喜事雲摯湯93ケ奎t塁E掟罷じ:季

10…
………………………………………………………………………

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについてJ〔平成21年 ‖月17日 閣議,

定)に基づき、監事及び外部有議者で構成する契約監視委員会を設置し、①競4

性のない随意契約の妥当性、②一者応札・一者応募に対する改善方策の妥当性、

9蒼難伊0出競呂E鮮謂?=F肝盤 I嵐諸編
いて隷

・平成25年度は、平成24年 12月 から平成25年 12月 までに締結さ1■たの154
について審議を行い、一者応札・応募等事案についてフォローアップ票を作成の

うえ委員会で報告し、事後点検を受けている。 (業務実績44頁参照)

・委員会審議の議事概要及びフオローアップ票については、ホームベージにおいて

公表している。 (業務実績44頁参照)

・fLn々 の契約について、競争性・透明性の確保の観点から、必要な検証・

評価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

1‐ 喘 憲築雨夏ざじ訂面∫b業層:廷蓼I況や百標達蔵ビ融テた真藤
組状況について、必要な評価が行われているか。 (政・独委評価の

点)

三褻綺あ孫籍だ当■ちで「 張萌[1磯写[事が確屎き■で
'ゞ

るい:…鱒
省評価委評価の視点)

I莫綺
『

藤 員会であ現直し1~熟li慧ヴに行15れだが
‐
てであ

“

めラ芽
ローアップを含む。)。 (厚労省評価委評価の視点)



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
第4 財務内容の改善に目する事項

「第 3 業務運営の効率化に関する事項Jで
定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成
し,当 該予算による運営を実施することによ
り、中期日標の期間における期首に対する期末
の財務内容の改善を図ること。

.自 己収入の増加に関する事項

成育医療に関する医療政策を牽引していく拠
点としての役割を果たすため、運営費交付金以
外の外部資金の積極的な導入に努めること。

2.資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投
資を計画的に行い、固定負債 (長期借入金の残
高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営
上、中・長期的に適正なものとなるよう努める
こと。

第3 予算、収支計算書及び資金計画
「第2 業務の効率化に58す る目標を達成す

るために取るべき7HL置 」で定めた計画を確実に
実施し、財務内容の改善を図る。

1.自己収入の増加に目する事項

民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築
し、寄附や受託6JF究の受け入れ等、外部資金の
獲得を行う。

2.資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持・向上を図りつつ、投
資を計画的に行い、中 。長期的な固定負債 (長

期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範
囲とし、運営上適切なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の投資に当たって
は、原則、償還確実性を確保する。
(1)予  算 別紙2
(2)収支.91画  別紙 3
(3)資金計画 別紙 4

第4 短期借入金の限度額

1 限度額 2, 100百 万円
2 想定される理由
(1)運営費交付金の受入遅延等による資

金不足への対応
(2)業績手当 〈ポーナス)の支給等、資

金繰り資金の出費への対応
(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出費増への対応

購5 ■■な財産を処分し、又は担保に
供しようとする時はその計画

なし

購6 用余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の設
資 (建物等の整備・修繕、医療機器等の購入
等)及び借入金の償還に充てる。

第 予算、収tl「算書及び資金計画

.自 己収入の増加に関する事項

寄附や受託研究の受け入れ等による外部資金の獲
を一層推進する。

2.資産及び負債の管理に関する事項

平成24年度においても長期借人を行わず、内部資金
の有効活用により、センターの機能の維持 =向上を区
りつつ、センターの固定負債 (長期rHL入 金の残高)を
減少させる。
(1)予  算 別紙 2

(2)収支計画 別紙3
(3)資金計画 別紙 4

第4 短期借入金の限魔額

1 限度額 2, 100百 万円
2 想定される理由
(1)運営費交付金の受入遅延等による資

金不足への対応
(2)業績手当 (ポーナス)の支給等、資

金繰り資金の出費への対応
(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出費増への対応

第5 重要な財産を処分し、又は担保に供しよ
うとする時はその計画

なし

第6 "余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資 (建

物等の整備・修繕、医療機器等の購入等)及び借入金
の償還に充てる。

1第 予算、収支計算書及び資金計画

自己収入の増加に関する事項

:][言:           liiよ
:言::ill[ti:[lil[i[liil:』:]::言

【外部資金獲得状況】
平成 25年度

寄 附         30件   85,676千円
厚生労働科学研究費   ‖8件  1,i58.765千 円

意労駐言機季嵩資金 蹴#籠l艦革日
2.資産及び負債の管理に関する事項

平成 24年度

34件  39,754千 円
122件 830,5‖ 千円

130件 202,454千 円
35件 97310千円

センター機能の維持・向上のための整備については長期lHr人 を行わず、内部資金等を活用する事によって
行った。

また、Fgl定 負債 (長期借入金の残高)については約定どおり償還を行い、その残高を減少させた。

【財政融資資金】
平成24年度末残高

8,198,189千 円
平成25年度償還額
元金 682,888千円
利息  98,858千 円
合言1 781,746千 円

平成25年度末残高
7,515.301千 円

第 短期借入金の限度額
平成25年度における短期借入金はない。

第 5 重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

平成25年度における重要な財産の処分、又は担保に供した実績はない。

剰余金の使途
平成25年度の決算において剰余は発生していない。

第 6
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成 25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

第5 その他業務運営に関する重要な事項

1.施設・設備整備に関する事項

施設・設備整備については、センターの機能
の維持、向上の他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備に努めること。

７
項

需

“
その他主務省令で定める業務運営に関する

.施設・設備整備に関する事項

中期目標の期間中に整備する施設・設備整備
については、別紙 5の とおりとする。

第7 その他主務省令で定める業務運営に関す
る事項

1 施政・設備整備に関する事項

自己資金を活用して、長期債務の縮減を図りつつ、

研究・医療の高度化や経営面の改善及び忠者の療養環
境の改善が図られるよう、必要な整備を行う.

7 その他主務省令で定める業務連曽に関する事項

施設・設備整備に関する事項

長期借人を行わず自己資金を活用し、研究 。医療の高度化や経常面の改善及び教育研修環境改善のための施
設整備として、①教育研修棟新集 [事、②バイオバンク棟増築工事等を実施し、平成22年度に策定した中期的
整備副lIIIに基づく保守及び修綱についても必要な整備を行ったⅢ

また、平成25年度は、建築後H年経過したセンターの施設の保守・修繕等を計lal的 に行うため、建物等の劣
化診断を行った

`,



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

評価の視点   |
■評価項目13■
予算、収支計画及び資金計画
短期借入金の限度額
重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画
剰余金の使途
施設・整備に関する事項

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

外部資金の受け入れについて、職員に対する情報提供や手続きにかかる助言を行
うことにより獲得に努めている。
研究 。医療の高度化、経営面の改善、患者の療養環境の改善等のための整備につ

いては、自己資金等を活用し、借入金の元利償還を約定通り行うことにより、長期
借入金の残高を減少させることができた。

自己資金等を活用し、計画的な資金繰りを行うことにより、短期借入金は必要と
しなかった。

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)[評価の視点]

・民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄付や受託研究の受け
入れ等、外部資金の獲得を行つているか。

:セ が あ薔籠あ雑澪:而■を画うづづ「 稜賓ど許面関だ行いr‐固定百
償 (長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適
切なものとなるよう努めているか。

天璽ぽ演磯鰤 稜賓にヨた,ぞほ:‐師 、預 選権撲Iど権凛じでヽ

`か 。

資金あ建繭 ぢt‐ 蒔蔽 ほ濡 稲

"あ

委断物 影盛 受げる可個屁
…

があるものについて、次の事項が明らかにされているか。 (liに ついて
は、事前に明らかにされているか。)

i 資金運用の実績
n 資金運用の基本的方針 (具体的な投資行動の意志決定主
体、運用に係る主務大臣、法人、運用委託間の責任分担の
考え方等)、 資産構成、運用実績を評価するための基準
(以下「運用方針等」という。〉 (政・独委評価の視点)

賓醜 幕
=~憩

芳晨ヽ も護ゼ]郵:笈び競 丙溶凸こ霧まだ
‐
減鳥 賢

任について十分に分析しているか。 (政・独委評価の視点)

萄期僣ス0ビういてr‐僣ス理百●捨天額尋あ茨油 轟遺切なもあと認ちぢ
れるか。

画雌 奪万面 訳 in‐義 こう闘 価が行1… 2がjl詈雨
・

滉尋が
不十分な場合は、その原因の妥当性や有効活用又は処分等の法人の取組
についての評4JEが行われているか。 (政・独委評価の視点)

実績 :○

・寄附受入については、ホームベージ上で具体的な目的等と案内し、その他の競争
的資金については、事業を実施する省庁等から研究内容や応募にかかる情報を入
手し、職員に対し情報提供や手続きにかかる助言を行う等、その獲得に努めた.

(業務実績47頁参照)

・寄附及び受託研究等の競争的資金を受け入れるための担当部署を明確にし、規程
等に則り適切な運用を行っている。

実績 ○

センター機能の維持・向上を図るための整備については、長期借入を行わず、内
部資金等を活用することにより行った。また、固定負債 (長期借入金の残高)に
ついては約定とおりの償還を行い、その残額を減少させた。 (業 務実績47頁 参
照)

実績 :○

・大型医療機器等の投資に当たっては、センター内に設置した「施設・医療機器等
整備委員会Jにおいて、償還確実性についても検証を行い整備の可否を決定して
いる。

実績 :一                   ~~~~~
・時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金の運用はない。

実績 :―

・計画的な資金繰りを行い、短期借入金を必要としなかった。 (業 務実績47頁 参
照)

○

保有資産については、病院事業、研究事業及び臨床研究事業に有効活用してい
る。また、老朽化した宿合は除却し、教育研修棟の整備を行い跡地を有効活用し
ている。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

・ センターの特性や機能を考慮した運営方針に応じ、職員の適 lE配 置を行うこと

等により、診療報酬上の L位基準のIFX得 等を図るとともに、コスト肖1減 に努め収

支改善を推進したことにより、4年間を累計した損益計算において、経常収支率

は1023%と なっている。

利益剰余金については、経営基盤を安定させ、質の高い医療の提供に欠くこと

のできない新規投資及び長期借入金の償還に充当する資金として必要な額であ

る。 (業務実績47頁参照)

:○

・自己資金を活用し、研究・医療の高度化や教育研修環境改善のため①教育研修
新築工事②バイオバンク棟増築工事等を実施、平成22年度に策定した中期的整
計画に基づく保守及び修繕についても必要な整備を行った。また、建築後‖年

渦 1ン たヤンターの施設の保守・修繕等を計画的に行うため、建物等の劣化診断過したセンターの施設の保守・修繕等を計画的に

行つた。 (業務実績48頁参照〉

・
][士〕貧tボ啓糞晃警五22値泉法塁恩箕霧菅曖舞宇警曹Rす低黄8
格に照らし過大な利益となっていないかについて評価が行われている

か。 (政・独委評価の視点)

:T灯許面に高けな施設■~護補毬備1こう「
'そ

1‐言F面弱ビ進展じで1｀る試,‐

‐



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績
第 5 その他業務運営に関する菫要な事項

2.人事の最適化に関する事項

センターの専門的機能の向上を図るため、輛
員の意欲向上及び能力開発に努めるとともに、
人事評価を適切に行うシステムを構築するこ
と.

また、年功序列を排し、能力・実績本位の人
材登用などの確立に努め、さらに、優秀な人材
を持続的に確保するため、女性の働きやすい環
境の整備及び非公務員型独立行政法人の特性を
活かした人材交流の促進等を推進すること。

第 7 その他主務省令で定める業務運営に
関する事項

2.人事システムの最適化

職員が業務で発揮した能力、通性、実績等を
評価し、職員の給与に反映させるとともに、業
務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入す
る。当該制度の適切な運用を行うことにより優
秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用するこ
とにより、センター全体の能率的運営につなげ
る。
非公務員型組織の特性を活かした人材交流の

促進など、優秀な人材を持続的に確保する観点
から人材の適切な流動性を有した組織を構築す
るため、国、国立病院機構等独立行政法人、国
立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体
制を構築する。
女性の働きやすい環境を整備するとともに、

医師の本来の役割が発揮できるよう、医師とそ
の他医療従事者との役割分担を見直し、職員に
とって魅力的で働きやすい職場環境の整備に努
める。

人事に目する方針

)方針

良質な医療を効率的に提Jを していくため、
医師、看護師等の医療従事者については、医
療を取 り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応
するとともに、経営に十分配慮する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策
を引き続き推進するとともに燿職防止や復駿
支援の対策を講じる。

また、幹部職員など専門的な技術を有する
者については、公募を基本とし、優秀な人材
の確保に努める。

第 7 その他主務省令で定める業務運営に
関する事項

2.人事システムの最適化

全職員の業績評価制度を実施し、職員が業務で発拘
| した能力、適性,実績等を評価する。また、評価結芽

を職員の給与に反映させることにより、業務iII行 意υ
の向上を図る。
非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進カ

ど、国、国立病院機構等独立行政法人、国立大学‖
人、民間等と円滑な人事交流を行う。
女性の働きやすい環境の整備及び職員にとって魅力

的で働きやすい職場環境の整備を推進していく。

3.人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看
護師等の医療従事者については、医療を取り巻く状況
の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十分
配慮していく。
特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き繊

き推進するとともに離職防止や復職支援の対策に取り
組む。

また、幹部職員、専門技術職員など専門的な技術を
有する者については、公募を基本とし、優秀な人材の
確保 に努める。

第 7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

2.人事システムの最適化

21喜 :i量11ざmil扉言ゴ量り覚,幣壕ti蕩毘寓罪協継壌幣ヒ与塚t[Ⅲ冨醤辱糖異翼警響管

員讐澪?季ご鶴 身重晨麿鷲繁祈3ξ馨″ユ仝亀ItttT度から行い、導人効果を検討しながら計画的な増

金整誉実貧轟嘗窟浮ぢた嫁お毛貞學薔督優85響実費藻裸

秀意矢材号最套竃曇億「章機比準爆:臀勤歳貧富Ж曇暑馬7拌I[含
募制を

1本
として採用委員会により優

1 看護師確保対策の推進
1)看護師確保対策

電蓼ヂL介1激輩勤理暮言蒐脊
学、助産学校等の訪問や各種就職説明会への参加など、

センター内見学説明会  4回
業者による説明会    4 1nl
看護大学等学内説明会  4回

2)離職防止策
2交替制勤務をlfL進 し、平成25年度は 3看護単位で導入した。

3)看護師の処遇改善

通毯畿§僣劣島そ需菅Fの
勤務実態に応じた諸手当の新設、改定等を行い、引き続き

専門看護手当、夜間看護等手当

:筆貨IFEtだF準蔑男厚薔粛言掌彗届濾百誓世″Fl畢免望島先溜£多艶

通撃テ雷彗馨是器亮深出扁釜歪魁帯寧蒼[1危告建:平成26年度から看護系大学院ヘ

2 医師の処理改善

①勇菫瞥ラI醤「i[菫 :滲賞「[こ番讐讐I番[手
喜T畿懲[慕渫騎儒榛隼替等の

8至昴膝参撮霜信響沃lξF墓暮諭番薯蒼警実挙警[讐ほ贔勝渾高み製馨を出彗た。

3.人事に関する方針

(1)方針

良質な医療を効率的に提供していくとともに、
医療安全や労働基準法等各種法令を遵守しつつ、
に努力した。

- 51 -



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

中期目標 中期計画 平成25年度計画 平 成 25年 度 の 業 務 の 実 績

3.その他の事項

中期日標に基づきセンターのミッションを理
解し、ミッションを実現するために必要なアク
ションプランとして中期計画を立て、具体的な
行動に移すことができるように努めること。ま
た、アクションプランやセンターの成果につい

て、一般の国民が理解しやすい方法、内容で情
報00示を行うように努めること.

ミッションの確認、現状の把握、問題点の沈
い出し、改善策の立案、翌年度の年度計画の作
成等に資するため、定期的に職員の意見を聞く
よう、努めること。

(2)
センターの平成22年度期首における職員数

を751人 とするものの、医師、看護師等の医療
従事者は、医療ニーズに適切に対応するため
に、変動が見込まれるものであり、中期目標
の期間においては、安全で良質な医療の提Jt

に支障が生じないよう適正な人員配置に努め
る。
特に、技能職については、外部委託の推進

に努める。
(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込

み 31, 524百 万円

4.その他の事項

センターのミッションを理解し、ミッション
を実現するために必要なアクションプランを立
て、具体的な行動に移すことができるように努
める。

また、アクションプランやセンターの成果に
ついて、一般の国民が理解しやすい方法、内容
で情報開示をホームベージ等で行うように努め
る。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗
い出し、改善策の立案、翌年度の年度計画の作
成等に資するよう、職員の意見をセンター内
メール・ システム等にて聴取を行うよう努め
る。

安全で良質な医療の提供に支障が生じないよう、適
lFな 人員配置に努める。また、小児がん拠点病院の指

鷹言追櫂な集省基呈[套孟】Fに
も適切に対応するた

技能職については、非常勤職員への移行や外部委託
の推進に努める。

4.その他の事項

作成したアクションプランの進捗状況を把握すると
ともに、取組が遅れている項目については、取組が進
むよう努める。

また、センターの業務実績についての情報開示を
ホームベージにて行う。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗出し、

改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等に資するよ
う、職員の意見を聴取するよう努める.,

平成22年度から平成24年度にかけての病棟再編計画を立て、現イ〔の病棟機能が抱える問題点を整理し、年
齢発達段階に応じた療養環境の提供という基本的な考え方に、安全・感染管理、専F]診療・看護の視点から

機能別の構成を加味する病棟構成とした。
平成22年度は、病棟再編計画の第1段階を12月 に行い、9階東病棟をスムーズな在宅ケアヘの移行等を目的

とした専用病床8床を設置したことに伴い、非常勤看護師8名 を常勤看護師として採用し、3人夜勤体制から4

人夜勤体制へと変更した。
平rlt23年 度は、第2段階として救急入院病床8床を設置し、夜問緊急人院の受人病床を確保することで、他

の病棟の夜間の安定を保持した。また、周産期病床30床の増床、

『

ICUの 設置などを行い、地域医療計t●4の中
で当センターの役i31を 担う体制を整備した。

平成24年度は、第3段階としてGCU病 床 12床 の増床、小児人院医療AHt理 料 1の IFx得のため看護HIF32名 を増員
し確保したところである。
平成25年度は、PICU病 床2床増床を行うことで重篤忠者の診療体制を充実させるため、看護師‖名を増員し

確保した。また、小児がんセンター開設のために伴って医師 1名 の増員をし、確保した。
技能職については、平成25年度木l名 の退職後は、その業務を委託することとし、今後退職があった場合は

引き続き非常勤職員による後補充を行い、業務の集約がはからオ1て きた段階で、その業務を外部委託する方
向で検討を行う。

その他の事項

平成23年度において,各職場の一般職員等を対象にセンターが抱える問題点や解決に向けての方策等につ
いて意見交換を行い、その意見交換を踏まえて、センターとして取り組むべき事項を選定。
・重要ヤLが高く早急に着手する必要がある事項、又は迅速な対応が比較的可能な事項
・重要性はあるが人員の増強や予算等が関係し時間がかかる事項、又は緊急性がそれほど高くない事項

とに区分したアクションプランを作成した。こ1■ に基づき緊急性が高い項日を優先に取り組みを実施してい
る..

平成25年度においても、理事長rlら 着手医師との意見交換を実施し、更なる問題点の洗い出lし 、改善策の

立案に努めている。



独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シート)

評価の視点

■評価項目14■
人事システムの最適化
人事に関する方針
その他事項

自己評定   I     A     I
(総合的な評定)

人事評価制度を全職員に対して実施している。

制金言筍響轟冒遅婦撃慧百菫亀ま:1湯?言壼嘉慨躍遷晉花秀卍恵2晉撃鯉i守躍
入併せて63人の人事交流を行った。
育児短時間勤務制度によるこどもを養育する職員の時間外勤務制限、院内保育所

の設置による働きやすい環境の整備に努めている。
良質な医療を効率的に提供するため、医療安全や労働基準法等各種法令を遵守し

3F暑全実撃F脇墓掌農ξ父劣撃喬:響蓋獣合曇需曇ミ霧毅艦忠2提曇鷲環危苔霧
てのIFxり 組みを行っている。
理事長及び理事により、各職場の一般職員等を対象にセンターが抱える問題点や

9嘗59952羅器tlこ具ξ種景骨奮署旨[ぢ i、早霞叢:孟量ξ議亀じ電kξFク

評  定  |
(委員会としての評定理由)

(各委員の評定理由)辟 仙の観点」

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映
させるとともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入すると
ともに、適切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制
度へ活用することにより、センター全体の効率的運営につなげている
か。

天材あ種功な流動IEtttえ in薇を需菊するだ成
‐
薗I画立諭面 積専

独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体制を構
築しているか。

妥[あ楊詈●ずヽ環覇滉 稀デ在 ■Uた丁戻師う球莱

“

罰が分■で
きるよう、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとっ
て魅力的で働きやすい職場環境の整備に努めているか。

実績 :○

・組織目標を効率的かつ効果的に達成するための人事評価制度を導入し、平成22年
度の12月 期賞与の支給において一部管理職に対して評価結果の反映を実施し、平
成23年度は、看護部門において看護師等において実施した。平成24年度から、そ
の他一般職員について実施した。 (業務実績51頁参照)

実績 ○

退職手当の通算期間及び在職出向や転籍出向といった制度等を構築し適切に運用
を図り、国、国立病院機構等との平成25年gE中の人事交流は転出入併せて63人 と
なった。 (業務実績51頁参照)

実績 :○             ~   ~~ ~~~~~―
十一――――

・女性の働きやすい環境整備として、独法発足時において国の制度と比較した場合
に育児短時間勤務制gEの対象範囲拡大及び3歳までの子を養育する職員の請求に
より時間外勤務を制限するなど制度面での充実を図った。平成24年 度において
は、院内保育所設置について検討を行い、平成25年 4月 から院内保育所の運営を
開始した。 (業務実績51頁参照)

・医師の業務軽減策として、医療クラークの導入を行い、導入効果を検証しなが
ら、計画的に増員を行つている。 (業務実績51頁参照)

平成24年度  12名
平成25年度  14名

医師、看護師等の医療従事者については、医療を取り巻く状況の変化1こ

応じて柔軟に対応し、経営に十分配慮しているか。

幹部頼 など輌 面 を行デる著ぼう1ヽ てほ
‐

/A職
「 を基本としT覆

秀な人材の確保に努めているか。

実績二0 ~~  ~~~ ~~~― ―――――――――一――……………

・良質な医療を効率的に提」tし ていくため、人件費率の上昇を招かないよう収支相
償の原則を守りつつ、医療安全や労働基準法等の遵守を考え、平成26年度に向け
増員を計画した。 (業務実績51頁参照)

。平成26年度の増員計画は、手術・麻酔件数の増加、テーム医療のIft進 、医薬品の
安全管理の推進などに伴い医師I名 、看護師H名、その他コメディカル等5名 の計
17名 とした。 (業務実績51頁参照)

実績 :○     ~   ~  ~~
・職員人事規程を整備し、医長職以上の管理職員の採用については、公募制を基本

としたところであり、平成25年度の常勁職員の公募件数は48件であった。 (業務
実績51頁参照)

医療ニーズにIE切 に対応するため、安全で良質な医療のE供に支障が生
じないよう適正な人員配置に努めているか。

実績 i0

I管習篭貫磐塁通せ:4年廉発窪護落2照督層堀髪異毛音鷹ェ晉奮9璽棄欝態薯身|

警ξ鰺ポ鮨 署蘊 動
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独立行政法人国立成育医療研究センター業務実績 (評価シー ト)

実績 :○

・平成25年度は定年を含む退職者はいなかったが、引き続き退職の後神充は非

職員とし、業務の集約が図られてきた段階で外部委託をすることを検討する。

.セ ンターの理念、基本方針及び職員としての行動宣言についてイントラの掲示

に掲載するとともに、医療安全ポケットマニュアルにも掲載し職員の意識を高

ている。

・組織目標は、センターの年度計画をベースに作成することとしており、センター

のミッションが職員個人の業務目標につながる仕組みとしている。 (業務実績52

頁参照)

1‐O‐
‐………………………………………………………………………

・センターの成果については、プレスリリースを行うとともに、ホームページに

いて積極的に公表を行つた。

・年度計画に係る進渉状況について、定期的に会議において報告を行いEl標 の達

に努めた。また、理事長及び理事により、各職場の一般職員等を対象にセンター

が抱える問題点等について意見交換を行った。 (業務実績52頁参照)

・業務の改善等について、多大な効果又は便益をもたらし、顕著な功績をあげた

員に対して表彰が可能となるよう規程を整備している。

・組織目標を効率的かつ効果的に達成するための人事評価制度を導入し、実施して

いる。 (業務実績51貞参照)

・家族の視点に立った、よりきめ細やかな対応をするため、従来より実施してい

患者満足度調査のほか、より患者・家族の声を反映できる病院独自の忠者満足

調査を実施するとともに、意見箱を設置し、意見等に対する改善策の実践と改

事項の掲京により患者等への周知を行っている`.(業務実績26頁参照)

・センターとして取り組んだ業務の中で■要性等が高いものについては、職員に無

記名のアンケートを実施する等を行うことにより率直な提案を受け、その業務の

評価を行っている。

・組織目標を効率的かつ効果的に達成するための人事評価制度を導人し、実施して

いる。 (業務実績51頁参照)

・センターが実施する事務・事業については、センターに課せられた使今、国民
`

ニーズ、費用に対する効果等を考慮しつつ、週切なセンター運営及び経営改善
`

観点から、各職場や委員会を通じ企画戦略会議、執行役員会議等の審議を経て、観点から、各職場や委員会を通じ企画戦略会議、1

積極的な実施につながるよう見直しを行っている。

・技能職については、外部委託の推進に努めているか。

:フ グジヨラフリ浸 ラダご疏 栞ビづ″ぎ
‐
画Fガ蠅解じくギふ

法、内容で情報開示を行うよう努めているか。

:琺ズは 務護罰 だお頗 体関新 ビジラフ7た I握 1紛研U「

しているか。 (政・独委評価の視点)
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